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平成１９年第４回 

美唄市議会定例会会議録 

平成１９年１２月１０日（月曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（１１１１５５５５名名名名））））    

  議 長  林   国 夫 君 

  副議長  内馬場 克 康 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １５番  谷 村 孝 一 君 

 

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  佐 藤 昭 雄 君 

 総 務 部 長  板 東 知 文 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  酒 巻   進 君 

 農 政 部 長  林   信 孝 君 

 都市整備部長  加 藤   誠 君 

 市立美唄病院事務局長  三 谷 純 一 君 

 消  防  長  佐 藤 賢 治 君 

 総務部総務課長  市 川 厚 記 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  阿 部   稔 君 

 教  育  長  村 上 忠 雄 君 

 教 育 部 長  安 田 昌 彰 君 

 

 選挙管理委員会委員長  熊 野 宗 男 君 

 事 務 局 長  大 道 良 裕 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  山 崎 一 広 君 

 

 監 査 委 員  川 村 英 昭 君 

 監査事務局長  嵯 峨 和 樹 君 

 

◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

 事 務 局 長  藤 井 英 昭 君 

 次     長  和 田 友 子 君 

 総 務 係 長  濱 砂 邦 昭 君 

 

午前１０時００分 開議 

●議長林 国夫君 これより本日の会議を開

きます。 

 

●議長林 国夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

12 番 本郷幸治議員 

13 番 紫藤政則議員 

を指名いたします。 
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●議長林 国夫君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

 ４番高橋幹夫議員 

●４番高橋幹夫議員（登壇） 平成 19 年第４

回定例会において、大綱３点を市長にお尋ね

いたします。 

 まず初めに、過疎化の進行と「限界集落」

について３点お伺いいたします。 

 その１つ目は、本市の過疎化と「限界集落」

に対する現状認識についてであります。 

 美唄市では、全国を上回るスピードで人口

の減少、高齢化が進んでおり、過疎化は本市

にとって大きな課題であります。また、積雪

寒冷という気象条件のもとに置かれているこ

とから、全国とは異なる独自の過疎化対策も

必要であると考えます。 

 こうした中、「限界集落」では集落機能その

ものが維持できるかどうかという問題ととも

に、農地や森林の荒廃など、産業や環境の面

でも課題があるのではないかと考えます。 

 このような過疎化の進行と集団集落の本市

における現状についてどのような認識をして

いるのか、市長にお伺いいたします。 

 その２つ目としては、地域コミュニティに

ついてであります。 

 美唄市において、高齢化率が著しい自治会

や町内会では、コミュニティ活動を継続・維

持していくことが困難になってきているとこ

ろもあると聞いております。 

 こうした中で、住民をはじめＮＰＯなど多

様な主体も連携して身近な課題を解決してい

く新たな公共の場の考えが重要となってきて

おりますが、市ではこうした高齢化が大半を

占めるような集落における地域コミュニティ

の維持、再生に向けてどのように取り組もう

としているのかお伺いをいたします。 

 その３つ目としては、農村集落についてで

あります。 

 全国的に見ると、「限界集落」は主に山間の

農村というイメージですが、農村の経営規模

が大きく、広域・分散型の北海道では農村集

落の姿はおのずと本州とは異なっております。 

 しかし、北海道の農村集落でも離農跡地を

担い手のいる農家が取得して規模拡大を行っ

た場合、生産面ではプラスの効果がある一方

で、工業関連施設の維持管理をはじめ、集落

機能が低下するなど、地域社会の視点からは

さまざまな課題も懸念されるものではないで

しょうか。 

 こうした農村集落の現状と課題をどのよう

に認識しているのか、ご見解をお伺いいたし

ます。 

 大綱２点目は、北海道洞爺湖サミットにつ

いて２点お伺いいたします。 

 その１つ目は、北海道洞爺湖サミットにつ

いての認識についてであります。 

 北海道洞爺湖サミットはＧ８主要国首脳会

議として安全・静穏、コンパクト、環境との

共生をコンセプトに、来年３月から６月まで

各大臣クラスの会合、そして７月には首脳会

議を洞爺湖地域で開催されることが決まりま

した。このことは、近隣の市町村やその支庁

及び北海道の積極的な誘致要望によって実現

にこぎつけたと聞き及んでおります。 

 美唄においては、遠方での開催ということ

もあり、市民がいまひとつ当事者意識を持つ

ことができないと考えますが、市長の見解を
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お伺いいたします。 

 その２つ目は、北海道洞爺湖サミットの関

わり方についてであります。 

 このサミットには約３万人の関係者が北海

道を訪れることとなり、開催に伴う生産波及

効果については、直接的経済効果は約 118 億

円、将来的経済効果は約 261 億円との試算も

出されております。 

 また、北海道洞爺湖サミット道民会議では

「2008 年夏、北海道が未来の扉になる」を合

言葉に、４つの事業計画を掲げ、特にその中

で各地域がかかわることのできる内容として

「私たちが愛し、誇りに思う北海道の魅力を

世界の人たちに伝えること」をテーマとした

北海道の魅力発信計画があると聞いておりま

す。 

 先日の同僚議員からの質問で答弁をいただ

いたとおり、美唄市ではアルテピアッツァ美

唄へイタリアの首脳関係者をお招きした交流、

そしてこのサミットのテーマでもあります環

境に目を向けますと、ＣＯ２最大の排出国ア

メリカの雪冷房施設への誘致視察や宮島沼の

マガンとつながるロシアの交流など、美唄市

の魅力を世界にＰＲ・発信することで、経済

観光など、直接的または将来的な経済効果が

得られるのではないかと考えます。 

 また、「よりよい環境と交流の絆を子どもた

ちの未来に引き継ぐ」をテーマとした計画に

は、子どもたちを中心とした交流を進めるこ

とで国際社会に生きる自覚と自立、共生の心

を養うことを目的としたメニューが企画され

ていると聞き及んでおります。 

 こうしたさまざまな取り組みに対して、市

長の見解をお伺いいたします。 

 次に、大綱３点目は遊休資産について２点

お伺いいたします。 

 その１つ目は、美唄市の遊休資産の現状に

ついてであります。 

 まず初めに、美唄市の財政は市民が承知の

とおり、極めて厳しい状況であります。この

ことは国の政策において交付税の減少や混沌

とした地域経済が及ぼす税収の減少、あるい

は高齢化がもたらす影響が本市の財政悪化を

招いている大きな要因の１つと考えておりま

す。 

 民間企業では経営不振になり、経営の立て

直しを図るとき、収益を挙げる策を講ずるた

めに、抜本的な社内体制や、営業体制を見直

し、効率的な運営に努めます。中でも社内の

無駄を省く計画や財産の有効活用といった改

善策は、真っ先に検討解決しなければなりま

せん。 

 そこで、本市において遊休資産について土

地・山・建物など、どのような物件があり、

そしてそれがどのぐらいの資産があるのかお

示し下さい。 

 その２つ目は、処分及び利活用についてで

あります。 

 行政の財産は、本来の事業目的以外での活

用を図ることが制限されておりますが、事業

目的を阻害しない、また公益財産という美観

を損なわない範囲であれば、歳入の確保、市

民サービスの向上の視点から、ほかの目的に

も大いに活用すべきだと考えます。 

 例えば、市が保有している商業エリアに面

している場所であれば、民間駐車場業者など

への貸付をしたり、住宅地域においては市外

から移転される方々に貸付や売却、あるいは
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工業用地では格安の貸付を行ったり、民間団

体に建物の貸付や、物によっては有効利用を

図ることが求められるのではないかと考えま

す。 

 このことは賃貸収入が得られるのと同時に、

維持管理費の節約になり、さらには借り入れ

た事業者の事業拡大につながり、将来的には

市税収入の増加にも結びつくと考えます。 

 こうした取り組みを今後積極的に拡充すべ

きだと考えますが、貸付に関して今後どのよ

うに取り組んでいくのかお伺いいたします。 

 また、既存の財産等の有効利用について、

特に広告事業ではホームページやメロディな

どで実績を重ねており評価するところではご

ざいますが、物件への看板設置やパンフレッ

ト、郵便物への広告掲載などまだまだ広告を

入れる媒体があると考えます。 

 このような財産をいかした収入確保対策に

ついて、どのように考えているのかお伺いい

たします。 

 さらに、遊休地の売却処分についてであり

ますが、まず民間委託の拡大についてお伺い

いたします。 

 道では、昨年 11 月財産管理の考えをそれま

での適正管理から有効活用へ転換すべく、遊

休資産売却推進方針を策定し、さまざまな手

段を講じて遊休地の積極的な売却に努めてい

るものと聞き及んでおります。 

 しかし、境界線の確認が取れないことによ

り、直ちに売却に付することのできない物件

や、入札を実施しても落札されなかった物件

などの売却困難な物件が広く散在しており、

このような状況でも作業効率を考えると職員

のみでの対応には限界があるものではないか

と考えております。 

 これらの物件に対して、専門知識を持つ民

間業者のノウハウを積極的に導入することに

より、売れる商品に仕上げていくことも大い

に有効であり、不動産売却に関する専門知識

を持った民間業者へ包括的に事務委託をする

ことにより、前段でも述べたとおり、事業者

の事業拡大につながることはもとより、売却

の拡大や迅速化が図られるのではないかと考

えますが、当市のお考えをお伺いいたします。 

 また、地域振興策との連携についてであり

ますが、このような遊休財産を売却すること

により、民間の建設需要を誘発することは地

域経済の活性化を考えた場合極めて重要では

ないかと考えます。 

 今後ともこうした視点を踏まえ、大きな経

済波及効果が期待できる物件の掘り起こしを

進めていただきたいと考えております。 

 しかし、美唄市の現状を考えると、こうい

った経済波及効果が見込めないところがほと

んどであり、入札しても落札されない物件が

多数あるものと伺っております。 

 こうした物件については、美唄市の施策と

連携した利活用方策を検討した上で処分を検

討するものも有効ではないかと考えます。 

 また、首都圏には美唄市に移住しようと物

件を探している人もいるかもしれません。こ

うした移住・定住政策の情報に土地の売却情

報などをリンクするなどし、相乗効果が期待

できるような取り組みも可能ではないかと考

えます。 

 美唄市としてこのような地域振興対策との

連携について、どのようなお考えをお持ちか

お伺いいたします。 
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 次に、今後の取り組みについてであります

が、本市は実質公債費比率など、国が示す判

断としては高いレベルで推移をし、危機的な

状況にあると承知しております。このような

ときこそ、市が保有する財産を売却し借金の

返済に充て、危機的状況を回避する一助とす

べきではないかと考えます。 

 先人たちが築いてくれた市民の大切な財産

ではありますが、財政的に大変ないま、この

状況を鑑みればこのような保有財産について

も売却もしくは収入が見込める手立てを早急

に検討すべきと考えますが、市として今後ど

のように取り組んでいくのか、お考えをお伺

いいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 高橋議員の質問

にお答えします。 

 はじめに、過疎化の進行と「限界集落」に

ついて、本市の過疎化と「限界集落」に対す

る現状認識についてでありますが、国土交通

省及び総務省が平成 18 年度に行った調査に

よると、集落機能が低下している集落が全国

で 5,339、そのうち北海道では 319 あり、い

わゆる「限界集落」の問題が全国的にもクロ

ーズアップされてきております。 

 本市においては市街地周辺において特に高

齢化が進行してきている地域としては、盤の

沢地区、我路地区で、それぞれ本年４月の高

齢化率が 52.8％、66.7％と著しく高くなって

おります。 

 これまで市では、これらの地区の皆さんへ

の生活支援として、出張所及び簡易郵便局業

務の継続による利便性の確保やバス路線の維

持による日常生活の足の確保、保健師の訪問

指導による高齢者の健康づくりなどに努めて

きたところであり、今後も可能な限り集落機

能を支えてまいりたいと考えております。 

 次に、地域コミュニティについてでありま

すが、これまでは相互扶助の精神に基づき、

町内会・自治会活動が行われていますが、過

疎化、高齢化の進行や地域住民同士のふれあ

いが希薄化することなどにより、十分に活動

ができない地域も出てきております。また、

地域の課題があっても地域の皆さんだけでは

解決が難しいケースもあります。 

 このため、市ではこれまでの地域福祉の取

り組みに加え、職員が地域の課題を地域の皆

さんと一緒に考え、解決していくしくみとし

て「地域応援チーム」を導入することといた

しました。 

 本年度は公募により３つの町内会をモデル

地区として選定し、現在防犯活動や子ども会

活動など、それぞれの町内会で取り組みたい

課題の抽出や活動内容などの検討内容、地域

応援の職員と町内会の方が一緒に行っており

ます。 

 今後、このモデル地区の取り組みを検証し、

また広く紹介しながら市内の全地区に導入し、

元気な地域づくりを応援してまいりたいと考

えております。 

 次に、農村集落についてでありますが、本

市においては農業者の高齢化や後継者不足に

よる離農などで、農家戸数は減少傾向にあり

ますが、離農後も地域を離れずにいる方が多

いことや、地域のさまざまな取り組みにより

現在のところ農村の集落機能は維持されてい

る状況にあると考えております。 

 次に、北海道洞爺湖サミットについてであ
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りますが、主要国首脳会議は経済・社会問題

など国際社会が直面するさまざまな課題が増

加する中、各国の政策協調の場としての役割

を担っており、その重要性はますます高まっ

ていると考えております。 

 2008年北海道洞爺湖サミットの主要テーマ

は、地球環境になると言われております。北

海道は豊かな自然に恵まれており、環境問題

を話し合う場として最適でありますし、「食」

と「観光」による北海道振興という点からも

優れた素材を世界にアピールすることができ

る絶好の機会であり、これらの経済効果も期

待されるところであると考えております。 

 本市のまちづくりの重点の１つは、「環境」

でありますので、サミットに合わせて環境学

習や環境教育に取り組み、市民の皆さんとと

もに環境問題を考える機会としてまいりたい

と考えております。 

 次に、北海道洞爺湖サミットへの関わり方

についてでありますが、本年 10 月に道からサ

ミットの際の各国首脳等との交流プログラム

の募集があり、本市といたしましてはまちづ

くりの重点である「環境」と「交流」という

視点から、イタリア在住の安田侃氏の作品を

展示しているアルテピアッツァ美唄にイタリ

ア首脳をお招きする交流プログラムについて

提案をしたところでございます。 

 今後、道においては外務省や各国大使館の

意向を確認して、この交流プログラムを決定

することとなっておりますが、本市の魅力を

世界にアピールできる機会であり、将来国際

社会を生きる子どもたちにとって大きな希望

と経験になりますので、私としても本市の提

案が実現することを期待しているところでご

ざいます。 

 次に、遊休資産について、処分及び利活用

についてでありますが、はじめに、土地、建

物の貸付につきましては、公共性及び営利性

の観点から、有償または無償により貸付をし

ているところでございますが、今後ともさま

ざまな面から検討し、収入確保に向け最大限

取り組んでまいります。 

 次に、売却処分についてでありますが、こ

れまで主に道路整備など、公共工事関連用地

として、国や道などに売却してきたところで

ございますが、今後も地域振興に結びつくよ

う広報紙及び市ホームページによる情報提供

やインターネット公売などにより一層の売却

促進に向け取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、遊休資産の本市の現状につきまして

は、総務部長から答弁させていただきます。 

●議長林 国夫君 総務部長。 

●総務部長板東知文君 遊休資産の本市の原

状については、私から答弁させていただきま

す。 

 本市の原状についてでありますが、平成 19

年３月末現在で申し上げますと、普通財産と

して保有している土地につきましては、山林

として 725 万平方メートル、原野として 171

万平方メートル、その他市営住宅、職員住宅

など施設跡地として 66 万平方メートル、あわ

せまして合計 962 万平方メートルとなってお

り、このほか建物につきましては旧美唄ダム

事務所など 88 施設を保有しているところで

ございます。 

●議長林 国夫君 ４番高橋幹夫議員。 

●４番高橋幹夫議員 自席から再質問を何点
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かさせていただきたいと思います。 

 まず１つ目の過疎化の進行と「限界集落」

についてでありますが、生活支援の施策に関

しては、最低限対応されているということは

認識することができました。 

 しかしながら、災害発生時に生命や財産を

守るための危機管理体制について、災害時マ

ニュアルや住民参加による避難訓練、防災訓

練などの対応など、どのようになっているの

かお伺いいたします。 

 それと、洞爺湖サミットについてですけれ

ども、北海道は「食」と「観光」による経済

振興という観点から、優れた素材を世界にア

ピールできると、経済効果も期待していると

ころでございます。 

 美唄市も優れた農産品や特産品があるとい

うことも承知しており、このプレゼンテーシ

ョン次第では直接、あるいは間接的に経済効

果も期待できるビジネスチャンスがさまざま

な職種において多大にあるというふうに考え

ますが、この地域にもたらす経済効果を促す

ための行政の役割、そういったものが不可欠

と考えますけれども、この辺についての見解

をお伺いしたいというふうに思います。 

 それと、現在道では各国の首脳やその関係

者との交流プログラム、それからメディアを

中心としたプレスの方々に北海道の地域のよ

さを知ってもらうためのプレスツアーを企画、

実施しているというふうに聞いております。

この全道の自治体がさまざまなアイディアを

もとにエントリーしてきており、競争率も高

くなっているということも伺っております。 

 そこで、この数多いエントリーの中からこ

れはどうしても勝ち抜いていかなければなら

ないという考えのもと、特色あるアピール、

すなわち積極的な営業活動が必要というふう

に考えておりますが、誘致の現実にむけた気

概について認識をお伺いしたいと思います。 

 それと、遊休資産ですけれども、遊休資産

の処分及び利活用については、おおむね理解

はいたしましたが、各それぞれの部門、担当

課において管理している資産については本当

に目的があって管理しているものなのか、あ

るいは管轄する部署の目的以外に利用できな

いか、などの庁内の中での横断的な検討会議

というものは行われているのか、その必要性

についてお伺いいたします。 

 それと、過疎化の「限界集落」についてち

ょっと質問漏れがありましたので、付け加え

て質問させていただきます。 

 「限界集落」の問題については、地域の産

業、高齢者の日常生活を支える福祉サービス、

中心市街地の活性化、さらには地域の環境保

全などさまざまな分野にまたがる問題であり、

縦割り分野ごとの対応をしていたのでは、や

はり解答は見つからないのではないというふ

うに思います。 

 地域応援チームを導入していただくと、こ

ういった部分ではありますけれども、この地

域応援チームの構成など、いま一度確認をさ

せていただきたいと思いますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 高橋議員の質問にお答え

します。 

 地域の防災対策についてでありますが、市

の防災会議のメンバーであります、国の機関

や自衛隊、警察、空知支庁のほか、鉄道事業
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者、電気・ガス事業者、通信事業者などが連

携し、災害等に対応することとしております。 

 これまで高齢化率が高い地域を含め、地震

に備えた家具の転倒防止や防災用品の準備に

関する情報提供をはじめ、避難場所の周知、

自主防災組織づくりなどを進めております。 

 また、災害発生時の初動体制が重要であり

ますので、消防署による家屋の状況を含めた

現状の把握、あるいは防災訓練を通じた地域

との連絡体制や、職員の役割分担の確認等を

行ってきたところでございます。 

 いずれにいたしましても、市民の民さんの

大切な生命、財産を守るため、高齢化の進行

など地域ごとの実状を踏まえ、今後とも地域

の皆さんと力を合わせて、防災体制の確立に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、地域応援チームの防災に関する役割

等についてでありますが、地域の皆さんの自

主的・自発的な意思のもとに、地域で取り組

む防災活動に関する情報提供や、防災組織づ

くりに対する助言等の範囲を想定しておりま

す。 

 地域応援チームはこのような活動を通じて

地域の皆さんと人をつなぐ役割を果すことに

より、協働による地域づくりを支援していく

仕組みにしてまいりたいと考えております。 

 なお、防災体制そのものは地域防災計画に

基づき、全庁的な体制を取っているところで

ございます。 

 次に、北海道洞爺湖サミットについてであ

りますが、サミットの際には各国首脳をはじ

め、報道陣など多くの方々が来道し、洞爺湖

周辺に限らず、道内各地を訪れることが考え

られます。市としましては、今後道や官民で

組織された北海道洞爺湖サミット道民会議な

どからの情報収集に努め、どのようなことが

可能か検討してまいりたいと考えております。 

 次に、遊休資産の有効活用についての庁内

検討についてでありますが、これまでも資産

の利活用につきまして取り組んでおりますが、

今後ともさまざまな観点から全庁的に取り組

んでまいりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 ８番米田良克議員。 

●８番米田良克議員（登壇） 2007 年第４回

定例会にあたり、大綱４点について市長並び

に教育長に質問をいたします。 

 その１点目は、市民カードについてであり

ます。 

 最近よく聞くことに、銀行へ行きますと、

いろいろな取引があるわけですけれども、身

分証明書の提示を求められるということが多

いということを聞きます。運転免許証を持っ

ている人はぱっと出せるということになるん

ですけれども、そうでなければまた家へ帰っ

て、例えば健康保険証を持っていくとか、そ

ういうことが必要になるということです。 

 高齢の方で言えば、運転免許証を持たない

方も多いわけですし、そして銀行の方の言う

ことには住民基本台帳カード、いわゆる住基

カードを持ってこられればそれで証明になり

ますと、そういうお話があり、するというこ

とです。 

 私は、これはいかがなものかなというふう

に疑問を感じて、そのお話を聞いております。 

 こういうことのために、住基カードを取得

するというのは、明らかに住基カード本来の

目的からすると違うわけです。それで、銀行
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がそういうことを言うということは、例えば

銀行関係の官庁がそういう指導をしているの

かどうかと、そんな疑問も持つところでござ

います。 

 ちょっと勘ぐりますと、国民にできるだけ

住基カードを使わせようという国の陰謀では

ないかと、そのような感じを持ったりいたし

ます。 

 この住基カードが自治体で発行されるよう

になりまして、希望する住民が所持するよう

になりましたときに、国は住基カードにほか

の目的もいろいろ持たせる、ほかの目的で利

用できるようにして、このカードの普及を図

ろうとしております。 

 大分前の新聞報道ですけれども、長沼町の

例が取り上げられておりました。あそこは温

泉の利用をするときに、回数を重ねていくと、

10 回行くと１回ただとか、そういうのがあり

ます。そういうチェックのための機能を住基

カードに持たせたわけです。 

 一方、これは住民の声に従ったんだと思う

んですが、町民カードというのを住基カード

とは別に発行するようにしたんです。これは、

もちろん住基の機能はまったく持たないわけ

でして、町内のいろいろな施設利用などの際

に利用できるということです。 

 その新聞報道では、結局発行枚数を調べる

と、町民カードを利用する町民の方がずっと

多い、住基カードをわざわざとって利用する

という方は少ないと、こういう報道だったと

いうふうに記憶しています。 

 これは、住基カードの場合には紛失をした

ときに自分の情報が、投げてしまうと同じこ

とですから、これが場合によっては悪用され

る恐れがあると、こういう心配な部分もある

わけでして、こういう部分が影響したのかと

も思います。 

 住基カードが美唄の場合はたしか 500 円の

手数料だったと思います。これが 1,000 円ぐ

らい国の補助が付くんです。と思いますけれ

ども、もう少し安い手数料で、市が顔写真付

きで市民の身分証明をするという仕組みを作

ると、これは喜ばれるのではないかというこ

とで、このことについて市長のお考えを伺い

したい。 

 これであれば、美唄市民であることの証明

ということだけであれば、万が一紛失をする

ということがあっても、個人情報が漏れる等

の被害は心配しなくてもいいと、こういう部

分は住基カードとの利用とは大分違うなとい

うことから、この部分の考え方をお尋ねした

いということであります。 

 ２点目は、教育費について伺います。 

 その１つは、学校配当予算について教育長

に伺いますが、まず１点目は本年度の配分と

執行の状況について伺います。 

 各学校への予算配分にあたって、どういう

分析をして配分額をお決めになったでしょう

か。また、その配分額の妥当性をどんなふう

に判断をされているか。それから現在段階で

の執行状況をどう判断されているか。 

 それから昨年度は、聞くところによります

と年度途中で予算の執行にストップをかけて、

その後は支出を認めなかったということでご

ざいます。この影響をどう分析をされている

か。 

 それから本年度も年度途中でのストップが

あるのかも併せてお伺いをいたします。 
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 また、ご存知のように、石油類の値上がり

が非常に激しいわけでして、このことが学校

にどんな影響を与えるというふうに予測をさ

れているか、あるいはその影響を小さくする

ためにお考えになっておられることについて

お尋ねをいたします。 

 ２つ目は、学校の困難な状況が教育委員会

に届かないという現状についてお尋ねをいた

します。 

 ９月議会の予算特別委員会の質疑の中で、

学校が困っているという話は聞いていない、

こういう教育委員会の答弁がございました。 

 これに対しては、どこの学校も大変怒って

いるということです。というのは、学校の現

状というのは紙一枚を使うのにも気兼ねをし

なくてはならない、こういう状況にあるとい

うことです。 

 例えば古い校舎の場合、壁が汚れているか

ら掲示物等でなんとか教室の中を美化したい、

こう考えても、掲示に使うのに紙が、いろい

ろな色の付いた紙と白い紙とあるわけです。

色の付いた紙は少し高いそうです。それで、

カラフルにして教室の中をきれいにしたいと

いうふうに考えても、それはまかりならない、

白を使いなさいということになる。そういう

状況だということです。 

 あるいはわかりやすい教材を工夫して子ど

もに教えたいと思っても、材料を買うお金は

一切ありませんということで、教師が場合に

よっては自腹を切らなければならない、そう

いう準備をしているという。 

 それから、そういう昨年度の非常に厳しい

状況から、新年度、今年度ＰＴＡの会費を上

げざるを得なかったと、いわば父母に負担を

求めるという措置をとった学校もあるという

ことです。 

 こういう学校の実態が、先ほど申し上げた

ように、困っている話はぜんぜん聞いていま

せんという話になると、信じがたい話だと、

それは。教育委員会の認識が９月の議会のと

おりだとすると、学校と教育委員会とのパイ

プは完全に詰まっているのではないか。この

ことの原因は、どこにあるかと考えたときに、

学校の責任者である校長が、その役割をきっ

ちり果していないのではないかということを

危惧する気持ちになります。この辺がどうな

っているのか、判断をお伺いしたい。 

 それから、昨年から市独自の学力テストを

市内の小中学校全校で実施をしておりますけ

れども、これも先生方の声としてはぜひテス

トにかける費用、テストをやめて、その分を

教材費や消耗品の費用に回してもらいたいと

いう意見が非常に強いんです。 

 今年度は、全国学力テストも行われました

から、これと別に美唄市だけでテストをやっ

ていくということにこだわる考え方について

お尋ねしたいということであります。 

 次に、美唄市のちょっと簡単にいま数字も

挙げて申し上げますが、教育費、特に学校の

中で使えるお金の推移について、市長にお尋

ねをしたいというふうに思います。 

 学校配当予算の状況を見たときに、果たし

てこれで十分な教育ができるんだろうかとい

う疑問を持ちます。 

 ちょっと数字を挙げてお話を申し上げます

が、今年の予算書で見ますと、例えば小学校

費というのがあります。小学校費の中に、学

校のいろいろな活動に使われる部分としては
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需用費という項目があるんです。これが小学

校の分で約 4,000 万円予算として組まれてい

ます。 

 ところで、実際に各学校でそれぞれの学校

の教育計画に従って使われるお金というのが

どれぐらいあるかということで言いますと、

小学校分の、これはいろいろな項目の中身を

まとめて４月の段階でＡ学校は幾ら、Ｂ学校

は幾ら、Ｃ学校は幾らというふうに、配当す

るんです。一括配当という言い方をしていま

す。 

 本年度分の小学校の一括配当分というのは

786万円というふうにお聞きをしております。

それで、例えばこれは大きい小学校ですが、1

82 万 5,000 円ということです、今年の分の配

当は。５年前、平成 14 年は幾らだったかとい

うと、348 万 9,000 円、これが今年度は 182

万 5,000 円。パーセントで言いますと 52.3％

に落ちているんです。 

 子どもの数はどうかと言いますと、平成 14

年は 492 人で、ことしは 415 人です。子ども

の数は比率で言うと 84.3％いるわけです。と

ころが一括配当予算は52.3％ということです。 

 これは大きい学校のケースですが、小さい

学校で見ますと、この学校は 82 人いた児童が

ことしは 47 人に減った、比率で言うと 60％

に減っているんです。これが 140 万 4,000 円

だった一括配当予算が54万2,000円になって

いる。38.6％です。これだけに減っている。

これは小学校です。 

 中学校も大体似たようなものです。大きい

学校のケースで言いますと、364 万円が 152

万 8,000 円に、50％に落ちる。子どもの数は

69％ぐらいになっている。小さい学校はもっ

と数字が落ちます。これは、139 万 9,000 円

だった予算が 46 万 5,000 円というふうに、3

3％に落ちています。ここは子どもの数が 44

人から 19 人に減った。子どもの数も 43％ぐ

らいですか、大きく落ちています。 

 こういうこれらの、いま申し上げた予算は、

一括配当予算というふうに言いましたけれど

も、使うものはコピーの使用料から、それか

ら使う印刷の紙から、それから例えば学芸会

や運動会で使うさまざまな用具・道具から、

それから職員室でお湯を沸かすプロパンから、

草刈り機のガソリン代、除雪機の軽油代、そ

れから視聴覚機材から、学校の中壊れたりす

るとちょこちょこ直す小破修繕の費用から、

それから事務用品、あとそれらもろもろ、あ

る学校の場合は 15 項目にわたって予算を校

内で分けて使っていますけれども、そういう

ふうに使う分の費用がいま申し上げたような

落ち方だと。 

 これでは私は、本当に学校は大変ではない

かということを思うわけですけれども、市長

のお考えをお尋ねしたいということです。 

 大綱３点目は、教職員の人事異動について

教育長に伺います。 

 その１つは、教職員の人事異動の基本的な

考え方及び手順についてお尋ねをいたします。 

 ２つ目が、人事異動の際には面接が行われ

るということでございまして、この面接の位

置付けについてお伺いをいたします。 

 ３点目は、11 月の人事異動のための面接に

ついてちょっと具体的な話を伺いたいと思い

ます。 

 11 月に実施された市教委の面接は、計画の

段階で卒業式・入学式での君が代不起立、立
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たなかった教職員に対する事情徴収を同時に

行うというふうにたてられ、そういうふうに

計画されて、まったく内容性格の異なること

を一体で行うという、考えられない事態にな

ったと聞きました。 

 このことは、15 日付の北海道新聞空知版で

も写真入りで報道されました。市民グループ

の方が、教育長に申し入れに来られたという

ことが記事として載りました。 

 これで、広く知られるところとなったわけ

ですけれども、このような私の考えとしては

明らかに誤った行政執行の判断がなされた、

その経過と考え方をお伺いしたい。 

 その際、校長会あるいは個々の校長の意見

などがどのように作用したのか、この点もお

伺いをしたいと思います。 

 大綱の４点目は、全国学力テストの意義・

問題点について教育長にお伺いをいたします。 

 ６月議会でも私は全国学力テストについて

お尋ねをいたしました。これが４月に終わっ

て 11 月でした、結果の公表等が行われました。

公表できる分の公表が行われましたが、同時

にいろいろ問題点あるということも、報道と

しては取り上げられました。 

 ６月の際にも申し上げたんですけれども、

私は今回の場合は小学校６年生、中学３年生

を対象に、日本中全部の児童生徒、その学年

の全部の児童生徒を対象にテストし、調査結

果を出すということをやられたわけで、経費

も 70 億円以上かかったということです。 

 これは、従来から一部の生徒を対象にした

抽出テストがずっと計画的に行われているわ

けです。今回のような全員対象の調査である

必要はなく、抽出で十分データは集められる

というふうに思っているわけでして、私は反

対だということも６月にも申し上げました。 

 終わってみて、いろいろな情報がお入りに

なったと思いますけれども、現在段階の評価

についてお伺いをしたいということでござい

ます。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問

にお答えします。 

 はじめに、市民カードの発行についてであ

りますが、金融機関では、「金融機関等による

顧客等の本人確認等に関する法律」に基づき、

口座開設などの際の本人確認に、第３者が入

手できない公的証明書の提示を求めることが

あります。 

 この証明書として運転免許証や健康保険証、

年金手帳、住民票の写し、住基カードなどが

利用できることとされております。 

 市といたしましては、運転免許証や多くが

カード型に移行している健康保険証、そして

住基カードが利用しやすいと考えており、現

時点では新たな市民カードの発行は考えてい

ないところでありますが、長沼町をはじめ、

他市町村の取り組みについては、参考事例と

して調査・研究してみたいと考えております。 

 次に、教育費についてでありますが、三位

一体の改革による地方交付税の削減に加えて、

市立病院の累積債務が深刻な状況にある中、

これまで自立推進計画を着実に実施するとと

もに、歳出の削減などにより収支均衡に努め

てきたところであります。 

 平成 20 年度におきましても、財源確保は困

難な状況が見込まれるなど、依然として厳し

い財政状況にありますが、学校現場の実情な
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ど教育委員会との協議を踏まえ、教育活動に

支障が生じないよう、適切に対応してまいり

たいと考えております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご

質問にお答えいたします。 

 はじめに、本年度学校配当予算と執行状況

についてでありますが、本市の厳しい財政状

況の中、学校予算の配当にあたりましては学

級数、児童生徒数を基本としながら学校事情

や学校規模を考慮した上で配当を行っている

ところあります。 

 また、本年度の配当予算の執行状況ですが、

高熱水費を除いた学校配当予算につきまして

は、小中学校あわせて 2,258 万 4,000 円で 10

月末現在の執行率は 65.41％となっていると

ころであり、各学校ともおおむね計画とおり

の執行が行われているものと捉えているとこ

ろでございます。 

 次に、今年１月に実施いたしました平成 18

年度予算凍結につきましては、１月 15 日付の

内部通知に基づきまして、学校配当予算にお

ける消耗品の執行を停止したもので、学校運

営上支障が生じる場合について、教育委員会

との連携を十分図ることとして、１月 18 日付

で通知を行ったところでございます。 

 なお、用紙代に関しましては、現物支給を

もって対応したところでありますが、この凍

結によって学校現場におけるやり繰りに大き

な影響が出たところでございます。 

 本年度のこれからの予算執行につきまして

は、現在財政課において決算見込み額を調査

しているところでございます。また、燃料費

について、昨年度は単価上昇による予算不足

に対しましては補正予算をもって対応しまし

たが、今年度においても価格高騰が続いてい

るところであり、その動向を踏まえながら学

校運営に支障のないよう努めてまいりたいと、

このように考えているところであります。 

 次に、予算面における学校現場の状況把握

についてでありますが、学校の事情を常に把

握することは大変重要でありますことから、

予算編成時期においては全学校を対象とした

次年度予算にむけたヒアリングを行うととも

に、随時臨時的な経費への相談も受けている

ところでございます。 

 また、昨年度から学校管理職や事務担当者

に対して、財政課からも予算編成方針の説明

を直接受ける機会を設けるなど、本市の財政

状況について共通理解を図っているところで

ございます。 

 いずれにいたしましても、ここ数年来厳し

い状況下での予算編成が続いておりますので、

日常的に学校現場の状況把握に努め、効率的

な運用を図ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 次に、市独自で実施している学力テストに

ついてでありますが、これは、本市における

児童生徒の学習の到達度・理解度を的確に把

握し、その結果をもとに即、その学年のうち

にあるいはその学校段階で、学習に還元させ

ることを狙いとして実施しているものであり

ます。 

 国の調査をそれぞれの学校の出口段階、す

なわち卒業年次での調査であるのに対して、

本市の調査につきましては追跡可能な学年を

調査対象としているところが大きな違いとな

っており、教育委員会といたしまして大変意
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味ある調査であると考えているところでござ

います。 

 次に、人事異動の考え方と手順についてで

ありますが、空知管内の小中学校の教職員の

人事異動につきましては、空知教育管内の公

立小・中学校教職員人事異動実施要綱に基づ

き、勤務歴をいかし、多様な教職経験を積む

という観点から、同一市町村における長年勤

務者の解消、南・中・北空知管内異動の促進、

都市部と郡部間の異動の促進、小・中学校間

の移動の促進などを目的として実施されてい

るものでございます。 

 教職員人事の作業手順につきましては、異

動年数に達した教職員、異動を希望する教職

員が学校長を経由して人事異動に係る個人調

書を教育委員会に提出し、教職員の個人面接

を行った後、教育長意見を付して、空知教育

局へ個人調書を提出しており、この個人調書

をもとに人事作業が進められているところで

ございます。 

 次に、人事異動に係る個人面接についてで

ありますが、個人面接は人事異動にかかわる

個人調書を空知教育局へ提出するにあたり、

教職員個々の希望や特殊事情などを把握する

ために行っているものでございます。 

 この個人調書は校長意見、教育長意見を付

すことになっておりますため、教育委員会と

して、対象となっている教職員に対し個人面

接を実施しているものでございます。 

 次に、人事面接及び事情聴取の経過につい

てでありますが、今年３月、４月の卒業式・

入学式におきましては、これまで同様、児童

生徒を指導する立場にある教職員は、国歌斉

唱時起立することが望ましいという基本的な

考え方のもと、管内的な状況や市Ｐ連からの

要望等を総合的に判断し、学校に対し適切に

実施するよう強い指導を行ったところであり

ますが、依然として多数の不起立教員が出た

ところでございます。 

 このことから、教育委員会の考え方を伝え

理解を得ること、そして教職員１人ひとりの

思いなどを直接把握するために、事情聴取を

計画したものでございます。 

 その実施以前に、より円滑な解決方法はな

いかと考えまして、卒業式・入学式での混乱

を避けるための具体的な手立てとして市教委

案を職員団体に提示したところでございます。 

 しかし、残念ながらそれにつきましては誠

意ある回答が得られなかったということ、ま

た、その後の現状を打開するためのさらなる

働きかけにも応じる動きがみられなかったこ

とから、やむを得ず今回の状況に至った次第

でございます。 

 これらの一連の流れにつきましては、校長

会に対しましても説明を行ってきたところで

ございますが、今回の判断につきましては市

教育委員会が行ったものでございます。 

 いずれにいたしましても、平成 19 年度卒業

式がこれまで同様、学習指導要領に基づき適

切に実施されるよう、今後とも強く指導して

まいりたいと考えているところでございます。 

 次に、全国学力・学習状況調査についてで

ありますが、今年 10 月 24 日、文部科学省よ

り調査結果が公表され、それを受け北海道教

育委員会から現時点における「調査結果のポ

イント」が公表されたところでございます。 

 本市におきましても、教育委員会及び学校

に調査結果が公表され、それぞれの段階にお
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いて得意分野の把握や不得意分野の把握を中

心とした分析が行われ、そこから明らかと課

題に対する改善策などを検討しているところ

であります。 

 また、調査対象となりました児童生徒に対

しましては、各設問の正誤や全国的正答率が

示された公表が提供されており、自らの学習

改善や学習意欲の向上につながるものと考え

ております。 

 いずれにいたしましても、本市の児童生徒

にたしかな学力を育成するため、この調査に

より得られた客観的データが指導方法の工夫、

改善に向けた手がかりとして活用されること

が重要であると、このように考えているとこ

ろでございます。 

●議長林 国夫君 ８番米田良克議員。 

●８番米田良克議員 この場から再質問をさ

せていただきます。 

 最初にお尋ねをしました市民カードにつき

ましては、基本的には考えていないというこ

とで、ただ、他のまちの分について調査・研

究をしたいという、いま市長の答弁でござい

ました。これは、ぜひ積極的な調査・研究を

お願いしたいということでご要望申し上げて

おきたいというふうに思います。 

 と言いますのも、銀行が住基カードをとい

う言い方については、私としてはいかにも気

になるということを先ほども申し上げたとお

りでございまして、そういう危惧を消すとい

うために、何とか調査・研究がまとまればと

期待をしております。 

 次に、教育費の問題についてお尋ねをいた

しました。 

 これは、１つ、２つというふうに分けてお

尋ねをいたしましたが、いくつか事例も挙げ

たいというふうに思いますので、その例を挙

げながらちょっと再質問をさせていただきた

いというふうに思います。 

 財政難について、財政課から状況説明をす

るということは、これは意味があることだと

いうふうに思っております。 

 ではありますが、その説明の対象は管理職

が中心だと、それに事務を担当する方を対象

とするということで、とりわけ管理職につい

ては学校の事情をその場で申し上げるという

ようなことにはならないかなというふうに思

います。特に市側からの説明が中心というこ

とになれば、それはお伺いをして帰るという

ことになるのが一般的かなと思うんです。 

 学校内で市の予算が足りなくて大変だから

ということを職員に伝えるということで、い

わば市の財政難を学校の中に徹底するだけと

いう、そういう役割を果す恐れがあるのでは

ないかということです。 

 子どもたちの状況や教師たちの苦しみを市

当局に対して伝えるという場にはなりにくい

のではないかなということを心配いたします。

一方的に市に協力するという、そういう役回

りを果たさせられるということではうまくな

いかな、ということを考えます。 

 学校配当予算の問題では、たまたま隣の岩

見沢市の予算の状況を見せられまして、それ

をちょっと申し上げたかったんですが、大体

美唄市の場合は平成 19 年度予算で教育費が

３％という比率です、一般会計の中で。 

 調べてみますと職員費というのがあります

ので、関係職員の分の給与を載せますと、大

体ちょうど教育費の予算総額と同じぐらいに
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なるんです。それで、全体で人件費含むと６％

ぐらいの比率になります。 

 岩見沢市の最近の状況で見ますと、大体 10

ないし 11％という数字がここ５、６年推移し

ている。都市によってちょっと落ちていると

ころもありますけれども。 

 ただ、一律に比べるということはできない

かなというのは思うんですけれども、ちょっ

と６％と 10 あるいは 11 という率ですと、か

なり違いがあるということで、予算の組む項

目はまったく同じです。これは決まっている

わけですから。だから、そういう部分でさて

こういうものはどうなのかということを教育

長のお考えをお聞きしたいというふうに思い

ます。 

 それから、先ほど予算凍結の執行ストップ

がかかったというケースがありました。この

部分の状況把握がどうなのかという部分です

が、先ほどのご答弁にあった１月 18 日の通知、

これが実際に学校に効果があったのかどうか

ということについて、私はちょっと疑問に感

ずる部分もあるんです。 

 と言いますのは、いま学校の名前申し上げ

ていいと思うんですけれども、東小学校の出

している父母向けのたよりの中で、予算につ

いて扱った部分があります。この中にこうい

うくだりがあります。これは今年のものです

から、「平成 18 年度には、１月 15 日付で予算

残額の執行停止ということがありました。東

小学校では予算を節約して教室のドアに窓を

開けることや、使用不能になっているビデオ

放送の修理を考えていましたが、執行停止に

より実現できませんでした」ということです。

そのあとに、「18 年度の卒業生が記念品がわ

りに特別教室のドアに窓をあけてくれました。

形あるものを残したかったとは思いますが、

学校としてはとても助かりました」こういう

報告です。 

 教室のドアに窓をあけたいというのは元々

の作りを変えるということですから、それな

りにお金がかかることで、学校がなるだけ節

約をしながらその費用を生み出したいと思っ

たんだが、執行停止がかかってできなかった

ということで、１月 18 日の通知というものが

うまく伝わっていなかったのか、あるいは東

小学校が全然そういうことを考えなかったの

か、その辺はわかりませんけれども、私はそ

こでちょっと疑問を感じたということです。 

 あと、予算については臨時的な相談も受け

ているということですけれども、これは同じ

ような措置が、教育委員会がやられると同じ

ような措置が各学校の中でも行われなければ

それは意味がないのではないかというふうに

思うんです。 

 いろいろお聞きしている範囲でみますと、

なかなか大変だなという状況ばかり聞かされ

るものですから、先ほど最初の質問でちょっ

と使いました資料で見ますと、これは小さい

小学校のケースですけれども、例えばクラブ

活動費というのが 13 万円、ところが予算はな

いんです。と言うのはクラブ活動費にまで回

すお金が到底ないということです。 

 この学校の一括配当予算は、これは昨年の

ものですけれども、57 万 3,000 円です、総額

で。小さい小学校ですから。例えばコピー使

用料が合計で15万8,000円、これは高いです、

かなり。プロパンガスが３万 9,000 円、ある

いは新聞、それから学校放送用のプログラム、
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職員録とあわせて１万 9,558 円、印刷関係で

マスターとインクで４万 4,000 円と、こうい

う調子でずっと載っています。クラブ活動は

なしです。 

 ではクラブ活動やっていないかと言うと、

クラブ活動はやっている。これまでで準備し

た材料の残りを使うとか、それから授業で準

備した材料の残りを使うという形で活動せざ

るを得ないということです。 

 学校行事費というのがあります。６万 4,69

7 円、ここでは例えば入学式盛り花、卒業式

盛り花、すずらんテープ、ガムテープ、石灰、

花火、写真代、方眼模造紙、こんな調子です。

紙テープとか。 

 ここで、去年のこの学校の場合では 4,000

円の花火をどうするかということでかなり時

間をかけて相談をしたそうです。4,000 円を

花火に使うか、花火というのはどんといった

ら終わりです。ものを買えばだいぶん買える。

それほど、でもやはり運動会に花火を上げな

いわけにはいかないという判断で、これを花

火として使ったというお話です。こういう調

子です。 

 それで、去年の、ついこの間決算委員会が

ありました。決算を改めてちょっと見たんで

す。そしたらこれは私がいま質問しているこ

とにうまくかみ合うのかどうかということは

よくわからないんですが、教育費については

不用額が 2,184 万出ているんです。これは、

予算に対して 3.3％の残です。これはほかの

費目もずっと見たんですが、大体似たり寄っ

たりの数字、ちょっとでこぼこありますけれ

ど。 

 だから、努めて、努力して残してください

という支持が、各部に徹底して流れたのかな

という感じを持ちました。 

 ところで、教育費全体では 3.3％の不用額

ですが、教育総務費というのが最初にありま

す。これは、不用額は 0.8％です。それから

教育振興費が 0.5％、そして小学校費は 8.8％

です。総務費の 0.8、それから教育振興費の 0.

5 と比べますと、8.8 というのはかなり大きい

です、比率で比べますと。それから中学校費

は 1.5 です、これは。ただし、この中の学校

管理費、先ほど言いました授業費を含む学校

管理費の部分では16.5％の不用額が出ている

んです。幼稚園費も 10.5％出ています。 

 ちょっとこういう言い方悪いかと思ったん

ですが、残しやすいところで残したかなとい

う感じを持ちました。これはちょっと人の悪

い見方かもしれません。 

 さっき言いましたように、本当に紙一枚を

どうするかということまで考えながら日々や

っているのに、これだけの不用額が出るとい

うのは、これはなんだろうかということを考

えました。 

 ただ私は予算などに余り明るい方ではあり

ませんから、的外れな物言いをしているのか

もしれないんですが、その辺のちょっと考え

方をお聞きできればなというふうに思ったん

です。 

 それから、学力テストのことです。このテ

ストについても子どもたちの力を調べて、そ

して指導に役立てたいというのはそれぞれ学

校が考えていることです。指導上必要なもの

については準備をするということで、先ほど

の小学校でも教育振興費という項目の中に、

学力検査１万 8,200 円が予算化されています。
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これは、計画的に毎年対象学年を決めてテス

トをやって、子どもの力を測るということは

やっているということです。 

 ですから、こういう状況把握が十分なされ

ているのかということです。教育委員会とし

て。そして、美唄市としての独自の学力テス

トをやられるということになったときに、そ

の計画を十分学校との間で協議をされて、そ

して全体の理解を得ながら実施されるという

ことになっていれば、多くの学校から市独自

の学力テストはやめなさいというような声が

上がることにはならないと思うんですけれど

も、これはいかがなものかなということを感

じます。 

 あと、市長からご答弁をいただきました。

私も財政状況の厳しさというものは十分理解

をしているつもりです。 

 ただ、ちょっと一言申し上げたい、これは

要望として申し上げたいんですが、市民の意

識として自分たちが苦しみながら我慢するも

のは我慢するというのは、これはやむを得な

いと考えるとしても、子どもたちにはいまま

でどおり学校で勉強してほしいなというふう

に考えるのが普通ではないかと思うんです。

美唄市の学校だから、苦しみも節減も全部同

じレベルでやってくれというふうには、私は

市民は考えないのではないかなと思うんです。

自分は１食抜いてでも、子どもには腹いっぱ

い食べさせると、これが親の気持ちではない

かと。 

 教育活動に支障が生じないように、適切に

対応したいという答弁をいただきましたので、

これが１つ、この本会議場だけのものになら

ないように、ぜひ各担当部門に、市長には徹

底をお願いしたいというふうに思います。 

 それから、次に人事異動についてでありま

す。 

 基本的な進め方についてはご答弁をいただ

きました。面接の位置づけについてもお答え

をいただきました。 

 さて、人事異動というのは雇う側と雇われ

て働く側の双方が、それぞれが満足できる結

果になれば一番いいと思います。しかし、現

実は、これはなかなかむずかしいんです。そ

れでも顔をあわせて個人面接をするという、

顔をあわせて話し合う機会があると言うんで

すから、互いに信頼感を持ってあうことがで

きればこれに越したことはない。ですから信

頼感が失われるような面接になるのであれば、

これは行うべきでないというふうに思うんで

す。 

 ただいま答弁がありましたが、卒業式・入

学式でのかかわりで、状況を打開したいとい

うことから組合との交渉を行っていると。こ

れは、私は必要があれば積極的に行うべきだ

と思います。それから問題点があれば、その

打開に努力される、これは当然。それは委員

会側だけではなくて、組合側にもその責任が

あるというふうに思います。 

 しかし、その抱える問題点が、解決されな

いということと今回の人事面接が結びつくと

いうのは、それは違うのではないか。そこで

間違ってはうまくないというふうに思います。 

 １人ひとりの教職員の勤務条件や生活条件

に大きくかかわる人事の面接と、一方は行政

の考え方で言えば懲戒処分につながる可能性

を持つ中身を同時に扱うということは、これ

は認められないことだと思います。これは、
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教職員人事についての知識のあるなしに関係

なく、それはおかしいと、誰しもが考えるの

ではないでしょうか。 

 人事について話す場で、個人の思想や心情

にかかわることを話題にすることなどは、こ

れは考えられないことだと思います。まして、

それを質問するなど絶対にあってはならない

というのが私の意見でございます。 

 幸い今回は、人事面接と事情聴取の同時実

施が教育委員会の判断として回避されたのは、

賢明な措置だったというふうに思います。無

用な混乱が教育の場に持ち込まれることが避

けられる、胸をなでおろしたというのが私の

正直な気持ちでございます。 

 この問題の発端になった、卒業式・入学式

の君が代斉唱時に歌のかとか、あるいは立つ

のかとか、こういう問題については、これは

立つ立たない、歌う歌わない、これはその人

その人の考え方によってなされることであり

まして、誰かから指示命令をされてやるとい

うことではないと思います。 

 したがって、歌うことや立つことについて

誰かから問われて、自分の行動について説明

するという必要はまったくないと思います。

誰であろうとこのことで他人の考えを問う権

利はない、これは明らかなことではないか。

なぜか。これは言葉を変えますと思想調査と

呼ばれる報道で、憲法の考え方からして絶対

に許されないことだからだと思います。 

 教育長は行政の責任ある立場に相応しい考

え方に立つべきではないでしょうか。 

 今回の事情聴取問題は、卒業式・入学式の

具体的な内容について、職務命令を出したと

ころに根本の問題があると考えます。 

 いま述べたように、歌うことや立つことに

ついては、命令は馴染まないと思うんです。

これはかかって心の問題であるからだと思い

ます。職務命令を出さなければ命令違反を問

う必要もなくなるわけで、無用な混乱や対立

は生じないし、不信感も生まれない。大阪高

裁の出した判決でも、個人名を挙げて誰がど

うだったのかということは問うべきではない

という判断を出しています。というのは、学

校の状況は全部もう事前に校長から報告がい

っているわけでして、改めて教育委員会が

個々にあたって事情を問うということは、ま

ったく必要のないことだということを大阪高

裁も判断をしているところです。 

 この件、改めて教育長の考え方をお伺いし

たいというふうに思います。 

 次に、全国学力テストの問題です。この学

力テストが行われたあと、日教組では全国的

に調査を行ったそうです。そこで、多くの問

題点が指摘をされたんです。 

 どんな問題点があるのかということでは、

狙いが、調査の目的が父母や子どもたちに理

解されていないというのがまず第一にある。

たくさん挙がっているんですが、ちょっと拾

い出してみますと、実施に対しての子どもへ

の説明の言葉が明確に示されていない。それ

から、事前に保護者への実施のお知らせのあ

った学校となかった学校で対応に差が出るの

は問題である。だからこういう地区もあった

ということです。それから保護者からの質問

が多くて困った、当日までの対応について詳

しい説明がほしかった、ということです。そ

ういう問題指摘をしている地域もあります。 

 それと、先ほどの教育長の答弁の中でも指
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摘されていましたが、小学校６年生、中学校

３年生でやる必要はあるのかということです。

結果を受け小学校、中学校のうちにカバーで

きないという、そうですね、最終結果が出て

きて、配られたりするのが 11 月ということで

あれば、残り本当にわずかな時間しかないと

いう問題があるわけです。 

 それから、次の問題点としては、多くの地

域で事前のテスト対策が行われた。これは一

体どうなのかということです。これはおどろ

くような中身がたくさんあっております。 

 例えば、管理職・研究主任より成績が思わ

しくなければ成果が上がっていないと見なさ

れ、他配当の措置が見直されるので力をつけ

させるようにと指示があったというんです。

それから学力テストの形式に慣れておくよう

にという指示があり、予想問題集を印刷し実

施した。それからこのテストを作った会社は

ベネッセです。ベネッセ発行の類似問題の取

り組み等の時間を取った。それから担任とし

ては他教科の時間をつぶしてでも対策をとら

ざるを得ませんでした。５月、６月の各教科

の進路の遅れが心配です。 

 これは別な地区です。全小学校に国語と算

数、それぞれ 50 ページ分の練習問題が送付さ

れ、それをこなすのに計６時間程度授業時間

を費やしてきました。これでちょっとやめま

すけれど、たくさんありますから。 

 あと、実施にあたっての準備不足があった、

これもさまざま挙がっています。問題の内容

に疑問がある。テストの問題そのもの、これ

も私も前にもちょっと読みましたけれども、

随分いろいろとあるようです。そして、学習

状況調査というのをテストとは別にやりまし

た。これに対する疑問も随分出ております。

それから、業者に、結局問題つくるのが業者

ですし、採点も業者ですし、集計も業者です。

全部。業者へ全国の子どもの情報を管理させ

ることの問題はいったいどうなのかというこ

とです。それから漏洩の心配が当然あるとい

うことです。 

 これら、大きな疑問があるということで、

市教委としても十分な検討と、場合によって

は中止要請などの意見を関係機関に出すべき

ではないかと思うんです。美唄は美唄でやっ

ているから、全国規模のものはいらないとい

うふうに考える考え方もあると思うわけです

けれども、これらについてどのようにお考え

になるかということをお尋ねしたいと思いま

す。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 米田議員のご質問にお

答えをいたします。 

 はじめに、教育予算についてでございます

けれども、予算の増減につきましては学校施

設等、施設改修、改築などの実施によりまし

て、その年によりまして大きく変化するもの

でございます。 

 また、学校予算についてでありますけれど

も、これ本当に厳しい状況の中ではございま

す。これは、私ども十分に認識しているとこ

ろでございますけれども、ただ財政基準需要

額ということを見ますと、地方交付税におけ

る、この中では一応枠というものは満たされ

ている状況にございます。 

 私どもといたしましては引き続き学校現場

の状況等を日常的に把握しながら学校運営に

支障をきたさないように、これからも努めて
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まいりたい、このように考えているところで

ございます。 

 それから、人事面接についてでございます

けれども、事情聴取についてでございますけ

れども、私ども教育委員会といたしましては

３月、４月の卒業式・入学式におきます実施

状況を十分把握するとともに、あわせて今後

の適切な実施に向けまして、具体的な方策に

ついての検討を行うことに時間をかけて進め

てきたところでございます。 

 その結果、先ほどお答え申し上げましたよ

うに、事情聴取の実施を、これを計画した次

第でございます。 

 また各学校におきまして、卒業式・入学式

の適切な実施に向けまして、意思疎通及び共

通理解を図るための努力のほかに、教育委員

会といたしましても、より主体的に、積極的

にかかわることを意思決定し、職員団体への

市教委案への提示を７月の末、23 日でござい

ますけれども、行っているところでございま

す。 

 その回答が９月の上旬にあったわけでござ

いますけれども、これも先ほどお答え申し上

げましたように、誠意ある回答ではなかった

ということでございまして、その後、私ども

としては継続的な働きかけに時間を費やすこ

とになってきたわけでございまして、こうい

った時間的な経過を踏まえると、やむを得ず

今回のような状況に至った次第でございます。 

 教育委員会といたしましては、これまでも

繰り返して申し上げてまいりましたように、

卒業式・入学式における国旗・国家の実施に

つきましては、国際社会に生きる日本人とし

て児童生徒にわが国の国旗・国家の意義を理

解させ、それらを尊重する態度を育成するこ

とは極めて重要であることから、今後におき

ましてもこれまで同様、学習指導要領に基づ

きまして適切に実施がされるよう強く指導し

てまいりたい、このように考えているところ

でございます。 

 それから次に、全国の学力・学習状況の調

査についてでありますが、本調査の目的につ

きましては、国におきましては「児童生徒の

学力・学習状況を把握・分析し、教育及び教

育施策の成果と課題を検証しその改善を図る

こと」とされております。また、各教育委員

会、学校におきましては、「児童生徒の学力や

学習状況を把握し、児童生徒への教育指導や

改善等に役立てること」並びに「全国的な状

況との関係において、自らの教育及び教育施

策の成果と課題を把握し、その改善を図ると

ともに、そのような取り組みを通じて教育に

関する継続的な検証改善サイクルを確立する

こと」と、このようにされております。 

 教育委員会といたしましては、本市の児童

生徒１人ひとりの学習改善や意欲の向上につ

ながる本調査結果の活用が何より重要である

と考えておりまして、次年度以降、来年度以

降におきましてもこういった考えに基づき適

切に実施をしてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

●議長林 国夫君 ８番米田良克議員。 

●８番米田良克議員 ちょっと後先になりま

すが、最後にお答えいただいた学力テストの

問題です。 

 これはいま、いくつか具体的な問題点をち

ょっとお伝えいたしましたけれども、43 年前

の全国学テ、文部省学テの中止になったとい
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うのは余りにも弊害が大きかったということ

です。それが、今回のこのテストでも、そう

いうことがあるのではないかという話ははじ

めからありました。したがって文部科学省も

準備等を一切しないようにという指示を全国

に出していたわけです。にもかかわらず、全

国的に見ると半分近い地域で事前対策がすで

にとられていて、そのかける時間とか、量と

か、これが半端でないところがかなりあると

いうことです。ですから、はじまる前から弊

害がはじまっているという状況です。 

 これは、いま教育長が答弁されたように、

言えばいろいろなことが言えるんです。それ

はどれもこれも意味があると思うんです。で

も結局追われて、また学習に追われて、時間

に追われて詰め込まれてという対象になるの

は子どもです。だからそのことをやはり第一

に考えていただかなければならない。 

 全国で、愛知県の犬山市だけはこれに参加

しなかった。うちはうちのやり方でやってい

るから、全国テストのお世話にはなりません

と、いうことをはじめからお断りをしたわけ

です。私は６月にも申し上げましたけれども、

美唄もやめたらどうですかという話をいたし

ました。 

 これは、そういう判断をやはり地方教育委

員会がすべきだというふうに思うんです。だ

からそういう意味でぜひ、こういう効用があ

るというふうに並べることを考えるのではな

くて、何が子どもたちに覆いかぶさってくる

かということをやはりしっかり考えていただ

く、それが教育委員会の役割ではないかなと

いうふうに考えるんです。 

 いま学校では授業を、学力低下ということ

が大声で言われるようになって、そしてゆと

り学習はもう見直しだということです。実質

授業時間数をふやす、それから教科の学習内

容もふやすというふうに、これは全部子ども

たちへの負担がかかっていく問題です。そう

いう状況にあって、さらにいま申し上げた全

国学力テストが新たに一斉に行われる。これ

は全国で比較されるわけですから、北海道は

ビリから２番だとか、３番だとかと言われて、

練習をどんどんやった地区と、何も準備まっ

たくしない、まじめに文科省の指示どおりに

やったところで差が出てあたり前です。それ

は誰も検証のしようなんかないです。それを

数字だけ比べるわけでしょう。私はそんなも

のに意味はないと思います。大きな国費を使

ってやる意味なんかない。 

 それぞれ皆さん子どもたちの力を測る手立

ては考えているわけですから、だからそれを

考えると、私はやはりそれぞれの地域が自分

たちのやっていることに自信を持って、そし

てこういう問題が出てきたときにいやうちは

こうですということが言えるというのは非常

に大事なことではないかなというふうに思う

んです。 

 地方教育委員会の独自性とか自主性とか主

体性とか、そういうものをぜひ発揮していた

だきたいというふうに、そのことを申し上げ

たいと思うんです。ご答弁いただければいた

だきたいと思います。 

 それと、あともう１つは予算のことで、岩

見沢との比較のことを申し上げたんですけれ

ども、さっきも言いましたが比較は簡単には

できないとは思うんです。美唄の教育予算も

19 年度は３％ですけれども、18 年度は 3.5％
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です。これは校舎の大規模改修が入って金額

がだいぶん大きかったわけです。 

 岩見沢との分は、私ももう少し研究したい

と思うので、教育委員会も考えてもらえれば

というふうに思うんです。基準財政需要額の

ことも満たしていますよと言われたら、ああ

そうですかと言うしか私はない、程度の知識

しかないです。だから、これは少し財政課長

のもとへでも通って、忙しくてだめかもしれ

ませんけれど、勉強しなければならないなと

いう気持ちでおります。 

 教育委員会としても、ぜひそのあたりはお

調べをいただくということもお願いをしたい

というふうに思います。 

 肝心なことは学校運営に支障が出ないとい

うことで、この点できめ細かな留意と、教育

委員会事務局及び学校の管理者、担当者、こ

れらへひとつ十分直接的な事業の部分で不自

由はかけないよという趣旨を徹底していただ

きたい、ということを要望したいと思います。 

 最後に、人事面接の問題のことでお尋ねを

します。 

 卒業式・入学式の問題はこれまで再三申し

上げてきましたから、同じことを繰り返すと

いうことはいたしません。ちょっと出るかも

しれませんけれども。 

 私が言いたいことは、教育の一番の大元に

なっているのは、やはりこれは憲法です。日

本国憲法です。これをぜひ考える、ものを考

えるときの中心においていただきたいという

ことです。 

 昨年の 12 月に強引に国会の国会議員の数

をたのんで改正した教育基本法は 60 年間、戦

後の 60 年間を日本の教育の進むべき道を示

し続けてきたんです。それで日本はやってき

たわけです。 

 改正だというふうに言いますけれど、あれ

はまったく新しい法律です。内容的には。新

法をつくったというほど変えられてしまった

んです。このことはよくよく考えていただき

たいと思います。 

 それから、さっき大阪高裁の話をしました

けれども、北海道人事委員会では倶知安の卒

業式の事件があって、教師の処分を出したの

に対して、２度の処分にあたらずという判断

を人事委員会が出しました。これもよくよく

考えてみてほしいと思います。それから昨年

の東京地裁の判決をぜひ教育長には読んでい

ただきたい。 

 それから高校の日本史教科書に沖縄戦での

強制による集団死、私も集団自決と言ってい

たんですけれど、あれを自決というのはおか

しいと。それは沖縄県民を馬鹿にした言い方

だぞということが言われました。 

 その集団死、これについて検定意見による

書き換えが行われたものに対して、沖縄県の

県全体を挙げての怒りの声や行動がありまし

た。10 月です。それでも文部科学省は検定意

見を現在変えていません。教科書会社に修正

申請があったら変えてもいいというような話

はして。 

 これらのこと、教育基本法の改正、それか

ら沖縄の教科書検定の問題もそうです。それ

から北海道教育委員会のようになんでも処分

だというふうな考え方、これらは小泉、安倍

内閣と続いた６年間、この６年間で日本の空

気は非常に大きく変わってしまったんです。

端的な言葉で言えば、大きく右傾化してしま
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った。国民の考え方まで右傾化してしまった

と言われています。 

 その影響や結果がこういう形になっていま

す。その狙いは何か。それはまさに戦争ので

きる国へ向かって、とうとうと流れはじめて

いるということです。 

 この流れを進めている政治家やその政治家

を後押ししている人たちというのは、アジア

太平洋戦争については正しい知識や認識を持

っていない、あるいは持とうとしない人たち

です。アジアの多くの人々へ、日本という国

の加害の歴史を認めない。あるいは認めよう

としない人たちです。沖縄県民への加害にも

目を向けません。 

 教育が、これらの人たちに従ったり、これ

らの人たちを後押しするようなことを絶対に

してはいけないと思います。国家権力の言い

なりになる教師を作ろうとしてはだめです。 

 文科省、北海道教育委員会、美唄市教育委

員会と、とんとんと上から下に向かって下り

てくる、その内容を考えたり吟味したりしな

いで全員が従っていく、黙って従う。そんな

先生ばかりになった学校に、皆さんわが子を

通わせたいですか。私はそんな美唄市民はい

ないと思います。 

 日の丸・君が代の強制なしで、長年やって

きたんです。何の問題もなかったです。多く

の日本人が国際社会で活躍して、別に困った

という話は聞いていないんです。美唄でも３

年前までは、賛同いただける方はお立ち下さ

いとちゃんと前置きしていたんです。お互い

の考え方をそれぞれ尊重しあって物事を進め

る、こういう世の中を目指すことの方が本来

だと思います。 

 美唄市のように、多様な考え方でのやり方

があるんだ、他の地域の人たちが考え直すよ

うになればいいと思うんです。どうでしょう

か、教育長。そういうふうに考えていただく

ことができないでしょうか。 

 人事の問題なものですから、最後に１つ要

望させていただきます。 

 先月、西美唄中学校の閉校式がありました。

今度の日曜日は茶志内中学校ということです。

私も西中の閉校式には出席させていただきま

した。 

 10月に閉校というのは何かどうもピンと来

ないなというのが率直な印象としてはありま

した。ただ、市長は３月 31 日で閉校するとい

う、閉校宣言をされましたから、よく聞いて

いればああそうか、３月の終わりまではもつ

んだという感じだったですけれど。 

 私が申し上げたいのは、あの閉校式をずっ

と参加させていただいて、ああやはり学校だ

なというふうに思ったのは子どもたちです。

生徒会長、最後にあいさつした生徒のあいさ

つがよかったです。心がこもっていました。

それから最後に全校生徒が２曲合唱を披露し

てくれました。本当に中学生というのは口を

あけたがらなかったり、声が小さかったりで

なかなか歌わせるというのは難しいんですけ

れど、大変いい歌を２曲聞かせてもらいまし

た。感動しました。 

 まさにそれが学校です。だから子どもたち

が生き生きと輝いているということが絶対条

件です。そういう学校が１つ、また１つと今

回一辺に２つなくなるわけです。大変残念な

ことです。長い歴史に幕を閉じるということ

で。 
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 しかし、これは決まったことですから、こ

れは整然と作業がこのあとは進められると思

うんです。当然のことですが、２つの学校の

教師がそっくり余るんです。これは人事では

過員と言いますけれど。聞くところによれば、

美唄中学校の学級数は増えないということで

すから、だから中学校２校分の教職員はそっ

くりどこかへ行かなければならない、という

ことになるわけです。過員解消の人事が行わ

れるようになるわけです。 

 私は、美唄のために頑張っていただいた先

生方が、２校だけとは限りません、ほかの学

校との兼ね合いも、当然美中との関係もあり

ますから、どの方々が動くかはわからないで

すけれども、異動に際しては教師には何の責

任もないんです、これは行政の都合で動いて

いただくという、そういう人事です。ですか

ら明らかに通常の人事異動とは違うわけです。 

 ここのところをよく踏まえて、教育委員会

は作業をやっていただきたいということを、

確かに念を押しましたというつもりで申し上

げましたので、よろしくお願いをしたいとい

うことを申し上げて終わります。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 米田議員のお尋ねにお

答え申し上げます。 

 はじめの、学力テストについてでございま

すけれども、これにつきましては先ほどもお

答え申し上げましたように、私ども教育委員

会におきましては、児童生徒の学力や学習状

況を把握することによって、教育指導、学習

状況の改善に役立てることとこのようにお答

え申し上げました。 

 確かに、全国的にそういったこのテストに

対しての準備を行ったところもございます、

私どももそのようなこと聞いております。 

 ただ、私どもはこの検査結果による点数に

対してだけ一喜一憂するということではなく

て、子どもたちが本当に普段の学びの裏にあ

る弱点、改善していかなければならない部分

がどこにあるのか、子どもたちが真の学びを

するためのものは何なのかということをこの

学力調査によって探し出していく、そんなこ

とが大切ではなかろうか、真の学力向上につ

ながる教育をそこに見つけていくことが大切

である。点数がどうのこうのということは、

このことについては私は考えておりませんし、

この準備やったというのがどうもよくわから

ないんですけれど、そういうことをこの学力

テストの結果から導き出していきたい、そん

なふうに考えているものでございます。 

 それから、人事面接に絡む関係でございま

すけれども、このことにつきましては公教育

に携わる教員、これは公務員でございますけ

れども、これは関係法令というものにしっか

りしたがって職務を行っていかなければなら

ない、そういった義務、責務があるわけでご

ざいます。 

 学習指導要領を基準に作成いたしました、

教育課程に基づきまして、教員は児童生徒に

対して適切に指導を行うということでござい

ますので、このことについてはやはり教育課

程等に基づいてしっかりやっていただきたい、

そんなふうに思うわけでございまして、これ

からもそういったことから国旗・国家を適切

に指導されて、卒業式・入学式が厳粛かつ清

新な雰囲気の中で行われるよう取り組んでい

きたい、このように考えているところでござ
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います。 

●議長林 国夫君 長谷川議員の一般質問は

午後からといたします。 

 午後１時まで暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５２分 休憩 

午後 １ 時０１分 開議 

 

●議長林 国夫君 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ７番長谷川吉春議員。 

●７番長谷川吉春議員（登壇） 平成 19 年第

４回定例会にあたり、大綱５点について市長

並びに教育長にお尋ねいたします。 

 最初に、市長にお尋ねいたします。 

 大綱質問の１点目は、自立推進計画につい

てであります。 

 その１つ目は、財政推計についてでありま

す。 

 本年８月に自立推進計画の見直しが行われ

ましたが、この見直しは美唄市立病院と美唄

労災病院との統合を前提としたものですが、

その統合が白紙に戻って市立美唄病院が単独

で運営されることになりました。11 月 26 日

に地域医療問題調査特別委員会で報告された

市立美唄病院再編計画の素案では、平成 19 年

度末に見込まれる 22 億 8,000 万円、これは若

干圧縮されるようですが、この不良債務を一

般会計で対応すると報告されました。そうな

れば、当然財政推計も大きく見直さなければ

ならないと思います。 

 一般会計の繰出の部分や人件費、建設事業

の見直し、資材や公債費などにも見直しが必

要と思われますが、どのようにお考えなのか

お聞きいたします。 

 また、病院再編計画が予定どおり進むとす

れば、市税にも影響が出ると予測されること

から、それについての見直しも必要と思われ

ます。あわせて、平成 20 年度地方交付税の見

通しがあればお聞きいたします。 

 ２つ目は、市民参画による使用料金等関係

委員会についてであります。 

 自立推進計画の中に市民参画による使用料

金等関係委員会の設置とあって、今年の４月

に利用しやすい公共施設研究会を発足させ、

市民を交えた協議中とありますが、どういう

施設の使用料を検討しているのか、その検討

内容をお聞きいたします。 

 大綱質問の２点目は、生活保護行政につい

てであります。 

 近年生活保護に対する市民の関心が高まっ

てきています。 

 最近、滝川での交通費に関係する不正受給

問題が大きく報道されていますが、一方では

生活保護を申請しても認められず餓死すると

いう痛ましい事故も発生しています。北九州

市で餓死した男性は、おにぎりを食べたいと

いうメモを残していました。また、これと同

じような事故が各地に発生しています。 

 これは、これまでの自公政権の福祉切捨て

政策の結果であります。本市においてはこの

ようなことはあってはならないことでありま

す。 

 そこで具体的にお聞きいたしますが、１つ

目は生活保護制度の市民への広報と権利とし

ての改善についてであります。 

 生活保護については国民の関心も高く、一
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方企業の非正規雇用などで貧困層は拡大する

一方です。生活保護法では憲法に基づいた権

利として規定されていますが、国民の権利と

して保護を受ける場合に、制度の内容につい

て知っておくべきことがあると思いますが、

市民に対しどのように周知しているのかお聞

きいたします。 

 ２つ目は、申請を受ける窓口の改善につい

てであります。 

 一般的にいって、市民がその生活状況から

生活保護を申請せざるを得ない場合でも、福

祉事務所に相談に行く場合大変勇気のいるこ

とです。相談を受ける職員の対応によっても

精神的にかなりの圧迫を感じる人もいます。

相談者に対する職員の対応はかなり改善され

ているとは思いますが、職員の対応はどのよ

うにされているのかお聞きいたします。 

 また、最近の北九州市での餓死事件のあと、

生活保護行政に関して国、または道から指示

が出されていると思いますが、その内容がど

のようなものなのかお聞きいたします。 

 ３つ目は、自立指導の改善についてであり

ます。 

 市では、相談者に対して求人の紹介や情報

の提供をしていますが、実際にその企業に行

ってみないと性別や年齢などの雇用条件に合

うかどうかわからないことがしばしばありま

す。せっかくバス賃をかけて行っても無駄に

なってしまいます。 

 こうしたことが重なると、福祉行政の不信

感につながります。求人の実態に合った情報

を提供することが必要と思いますが、どのよ

うにしようとしているのかお聞きいたします。 

 大綱質問の３点目は、市立美唄病院の再編

計画、いわゆる素案についてであります。 

 11 月 26 日の地域医療問題等調査特別委員

会で報告された素案を見た多くの市民からも、

これで市民が安心して市立病院にかかれるの

か心配だ、そうした声が聞かれます。 

 具体的にお聞きいたしますが、１つ目は、

職員体制の見直しについてであります。 

 市立病院の経営の悪化や医師の体制、患者

数などから診療体制の縮小として再編計画に

は具体的な職員配置についても報告されてい

ますが、現状ではどのようになっているのか

お聞きいたします。 

 その１つとして勧奨退職についての説明会

も行われているようですが、退職の動向がど

のようになっているのか、進捗状況について

であります。 

 その２つとして、労働組合との協議がどの

ようになっているのか、また職員の退職の問

題で労働組合との合意がなくても進められる

のかどうなのか。 

 その３つとして、職員配置計画が予定どお

り進んだとして、残された職員が夜勤のロー

テーションなどを含め、過重労働にならない

のかどうかであります。 

 ２つ目は、夜間・休日の診療体制について

であります。 

 市立病院の夜間・休日の診療体制は、４月

以降どのようになるのか、その見通しについ

てお聞きいたします。 

 ３つ目は、医療関係者、市民による「地域

医療協議会」（仮称）の設立についてでありま

す。 

 市立美唄病院は、本市の医療の中核として

の役割を担っていますが、これからの地域医
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療を話し合うため、医療関係者、市民による

協議会的なものがどうしても必要だと思いま

す。これまでも市のさまざまな施策を決定す

る際には、市民参加の協議会をつくり、市民

の意見を取り入れてきています。まちづくり

基本条例の精神からも、市民参加がなければ

市民から信頼される市立病院にならないと思

います。どのようにお考えなのかお尋ねいた

します。 

 大綱質問の４点目は、消防行政についてで

あります。 

 10 月 27 日に発生した火災事故において、

消火活動に従事されていたお２人の尊い命が

失われました。ここに改めてお２人のご冥福

をお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆さ

ま方に対しましても心からの哀悼の意を表し

ます。また、被災された方々に対しましても、

心からのお見舞いを申し上げます。 

 今後、このような悲惨な事故が二度と起き

ないよう、万全の体制で消火活動などの職務

を遂行されるよう、願うものであります。 

 職員体制についてお聞きいたします。 

 10 月 27 日の火災でお２人が殉職され、欠

員が生じたわけですが、その補充をどのよう

にしようとしているのか。また、救急救命士

の補充についてどのようにお考えなのかお聞

きいたします。 

 また、平成 17 年６月に改正された消防局整

備指針で定められている基準と美唄市の現状

がどのようになっているのかお聞きいたしま

す。 

 大綱質問の５点目は、教育問題について教

育長にお尋ねいたします。 

 その１つ目は、学習指導要領についてであ

ります。 

 地方教育審議会の教育課程部会は、10 月 3

0 日の会合で学習指導要領の改訂に向けて各

教科の授業時間数の具体案などを示した審議

のまとめ案を審議し、11 月７日に決定しまし

た。子どもの思考力、判断力、表現力等に課

題があるとして、活用力をつける学習を重視

するとして、小学校の全学年で算数の授業時

間数をふやすなどの方向を示したものです。 

 一方、12 月４日、経済協力開発機構ＯＥＣ

Ｄは世界 57 カ国、地域の 15 歳を対象に昨年

行った生徒学習到達度調査ＰＩＳＡの結果を

公表しました。日本の高校１年生の数学的応

用力は、前回 2003 年調査の６位から 10 位に

後退、前回 14 位だった読解力も 15 位に下が

り、科学的応用力も日本は２位から６位に下

がり、３つの分野すべてで日本の学力低迷が

鮮明になりました。 

 今回示された学習指導要領では、これまで

のゆとり教育から詰め込み教育への変更や小

学校の教育課程の中に外国語の時間も組み込

まれています。これでは、先生方の授業時間

や授業の準備時間がますます増え、教員の過

重労働に拍車をかけることになりかねません。 

 こうした内容の学習指導要領についてどの

ようにお考えなのかお聞きいたします。 

 ２つ目は、幼稚園の配置計画についてであ

ります。 

 自立推進計画の中で、中央幼稚園と三井美

唄幼稚園の配置見直しが計画されています。 

 そこでお聞きいたしますが、１点目は中央

幼稚園についてでありますが、計画では平成

22 年に閉園となっていますが、この計画につ

いてこれから入園する保護者からの意見をど



- 107 - 

のように聞いているのか、また市立幼稚園と

私立幼稚園の保育料はどのようになっている

のかお聞きいたします。 

 ２点目は、三井美唄幼稚園についてであり

ますが、計画では園児数の動向により配置を

見直し、幼保一元化の機能を備えた施設の認

定こども園の導入について検討するとなって

いますが、そこでお聞きいたしますが、認定

こども園の法的なよりどころは何か、また園

の性格はどのようなものなのか、幼児を受け

入れる条件はどうなのか、そこに働く職員の

資格はどのようになるのかについてお聞きい

たします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質

問にお答えします。 

 はじめに、自立推進計画について、財政推

計の見直しについてでありますが、本年８月

に定員適正化計画や公債費負担適正化計画に

基づき、人件費や普通建設事業費、公債費な

どの見直しを行ったところであります。 

 今後の見直しにあたりましては、市税につ

いては人口の推移や市内企業の業績、所得水

準などの動向、地方交付税については地方財

政対策の動向、建設事業費や人件費、物件費

などの歳出については公債費負担適正化計画

などの実施状況に加え、地方財政健全化法に

おける健全化判断比率の基準と本市の状況な

どの視点を踏まえることが必要と考えており

ます。 

 また、市立病院への繰出金の見直しについ

ては年内にまとめる病院再編計画や、公立病

院改革ガイドラインに伴い、今後見直しが行

われる国の地方財政措置などを踏まえて、不

良債務解消に向けて最大限努力をしてまいり

たいと考えております。 

 いずれにいたしましても、地方財政健全化

法における早期健全化団体などの指定の見通

しや、今後の地方財政計画などの動向など、

さまざまな状況を踏まえながら適切な見直し

を行い、自立推進計画を着実に進め、将来に

わたり持続可能な行財政運営に向け、全力を

挙げて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、市民参画による委員会についてであ

りますが、自立推進計画における使用料など、

公共施設に関する取り組み項目を、横断的、

総合的に整理するため、本年４月に関係課長

職で構成する「利用しやすい公共施設に関す

る研究会」を立ち上げました。 

 会議には公共施設の利用者の方にも参加し

ていただき、使用料をはじめ利用時間や利用

方法などに関するご意見をいただき、課題を

整理するとともに、総合体育館、市民会館、

図書館など９施設において利用者アンケート

調査を実施、各施設に対する意見・要望など

を取りまとめ、他市の類似施設との比較など

を含め９回の会議を行ってまいりました。 

 現在これまでの議論経過をもとに、公共施

設に関する今後の方向性を「報告書」として

取りまとめているところであります。 

 今後、この「報告書」の内容に基づき、公

共施設全般について具体的な取り組み項目を

さらに整理し、自立推進計画に反映していく

こととしております。 

 次に、生活保護行政について、生活保護制

度についてでありますが、生活保護に対する

市民周知は広報紙には掲載しておりませんが、
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市のホームページで保護に関する申請などに

ついて周知を行っているところです。 

 また、制度の内容については受給する権利

とともにみずからの能力活用など、受給者の

努力も必要であることから、それぞれ生活実

態などをお聞きした上で、制度全般について

説明し、理解をしていただくよう対応してい

るところでございます。 

 次に、自立指導についてでありますが、被

保護者の就労支援については、就労に関する

求人情報の提供をはじめ、履歴書の作成や面

接でのポイントなど就労にかかわる全般につ

いて支援を行っているところであります。 

 求人については企業などからの情報に基づ

いて提供しているものでありますが、雇用機

会を均等に与えるため、求人側が男女別や年

齢などを情報として出していないところもあ

ると承知しております。 

 就労相談員による就労支援事業については

すでに取り組んでおり、今後も継続すること

としておりますが、求人情報の提供は、被保

護者の特性などに配慮しながらできる範囲で

起用側の雇用条件などを収集し、被保護者の

自立に向けた支援として進めてまいりたいと

考えております。 

 次に、市立美唄病院再編計画について、職

員体制の見直しについてでありますが、病院

職員に対し 11 月 28 日から３日間、市立病院

再編計画素案の説明会を開催したほか、特例

勧奨制度の内容について説明を行ったところ

であります。 

 次に、職員組合には 11 月 26 日に素案の内

容について事務段階で説明を行いましたが、

今後成案をもって協議してまいります。 

 職員の勤務体制につきましては、計画素案

では病棟の看護師は診療報酬上の基準による

入院患者数に対する配置基準と夜間勤務の回

数基準をクリアすることを基本に、病棟以外

の看護部門及び各診療部門につきましては、

事務量の実態に応じた職員配置としたところ

でございます。 

 次に、市立病院の夜間・休日の診療体制に

ついてでありますが、基本的に夜間・休日に

おいても救急患者への診療は実施する考えで

ありますが、４月以降の医師数は現在より減

少する見通しであることから、今後医師会と

協議してまいりたいと考えております。 

 次に、協議会についてでありますが、今後

の地域医療のあり方を考えていくにあたって

は、救急医療をはじめとする医療ニーズへの

対応や、市内外の医療施設の連携などの課題

があると考えております。 

 このため、美唄労災病や医師会など多くの

方々から意見を伺うことが必要と考えており

ますので、今後検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、消防行政について、職員体制につい

てでありますが、このたびの火災で前途有望

な消防職員２名を失ったことは痛恨の極みで

ありました。今後、退職者の動向や配置の見

直しなどを踏まえ、消防体制に支障が生じな

いよう努めてまいります。 

 次に、消防力の整備指針と本市の状況につ

いてでありますが、これまで国の消防力の整

備指針に基づいて、地域の実状に即した消防

体制の整備に努めており、現状ではほぼ基準

を満たしているものと考えております。 

 なお、保護申請時の対応については保健福
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祉部長から答弁させていただきます。 

●議長林 国夫君 保健福祉部長。 

●保健福祉部長中川直紀君 申請を受ける窓

口の改善については、私から答弁をさせてい

ただきます。 

 申請時の対応についてでありますが、保護

申請は相談者の生活状況を確認し、保護制度

について理解をいただくことが必要であるこ

とから、相談室を設置し、プライバシーに配

慮しながら行っているところであります。 

 相談者は生活の困窮からやむなく来所する

方であることから、その精神的状況も考えな

がら相手の立場を理解し、わかりやすい表現

で保護制度を説明するとともに、生活困窮に

至ったこれまでの生活実態について聞き取り

をし、相談者の自立に有効な制度の活用や情

報などの提供と関係部署との調整を図りなが

ら相談内容について確認をすることとしてお

ります。 

 また、保護の行政運営に関する国などから

の指示については、生活保護制度の適正な運

営という観点から、保護申請の相談では権利

と義務などの制度概要を説明するほか、申請

権を侵害する行為は厳に慎むなど、相談から

決定に至るまでの対応や、保護受給中の助言

指導、または処遇困難ケースの対応など、保

護実施に関する全般について関連事項を整理

し、適正運営の手引きとして厚生労働省から

関係機関に対し周知されているところであり

ます。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君（登壇） 長谷川議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 はじめに、学習指導要領の改訂についてで

ありますが、今年 11 月７日に中央教育審議会

から「教育課程部会におけるこれまでの審議

のまとめ」が発表されたところであります。 

 これによりますと、「生きる力を育む」とい

う現行学習指導要領の理念は変わることなく、

教育基本法や学校教育法などの改正などを踏

まえ、その理念をより一層実現するために具

体的な手立てを確立する観点からの改定であ

ると示されております。 

 本市におきましては、これまでも「生きる

力」の育成を基本的な考え方といたしまして、

子どもたち１人ひとりにきめ細かな指導を行

い、基礎基本はもとより学ぶ意欲や、みずか

ら考え主体的に判断する力などを身に付けさ

せるよう取り組んできたところであり、今後

においてもこうした考え方に基づき国の検討

状況を十分に見極めながら本市教育の充実・

発展に努めていきたい、このように考えてい

るところでございます。 

 次に、幼稚園の配置計画についてでありま

すが、中央幼稚園につきましては、少子化等

により幼児数が減少し、今後とも増加が期待

できないこと、また近くに私立幼稚園が設置

されていることなどから中央幼稚園保護者、

子育て支援センター利用者の方々と配置見直

しについて話し合いを行い、ご意見などを伺

ったところでございます。 

 この話し合いの中で中央幼稚園を存続して

欲しいというご意見もありましたが、配置見

直しの必要性についてはご理解をしていただ

いたと考えております。 

 また、10 月 1 日から 31 日まで配置見直し

計画案を市のホームページに掲載するととも

に、市内各公共施設、これは幼稚園とか保育
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所とか子育て支援センター、図書館等でござ

いますけれども、そこに計画案をおきまして、

広く市民に周知しご意見を伺う取り組みを進

めてきたところでございます。 

 次に保育料についてでありますが、市立幼

稚園は月額 6,700 円、私立幼稚園は月額１万

3,000 円のほか、入園料として、めぐみ幼稚

園３万円、アカシヤ幼稚園では３万 5,000 円

の状況となっております。 

 次に、「認定こども園」についてであります

が、これは「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律」

に基づき、幼稚園や保育所を活用して就学前

の子どもに教育、保育を一体的に提供し、地

域における子育て支援を行う機能として、平

成 18 年 10 月からスタートしたものでござい

ます。 

 設置類型として「幼保連携型」「幼稚園型」

「保育所型」「地方裁量型」の４つがあります

が、都道府県の条例により、それぞれの施設

基準や職員配置などが定められております。 

 受け入れ条件につきましては、５歳児まで

の幼児で、そのうち０歳児から２歳児までは

保育にかけることが条件となっており、職員

に資格につきましては、０歳児から２歳児に

対しては保育士資格、３歳から５歳児に対し

ては、保育士と幼稚園教諭の両方の資格を保

有することが望ましいとなっております。 

●議長林 国夫君 ７番長谷川吉春議員。 

●７番長谷川吉春議員 この場所から何点か

質問させていただきたいと思います。 

 １点目は、自立推進計画の財政問題ですけ

れども、総務省が７日に自治体財政健全化法

に基づいて、2008 年度決算から適用される自

治体の新しい財政破綻の基準を公表したわけ

です。 

 この基準によると、美唄市も連結実質赤字

比率が基準を超える自治体の中に入って、早

期健全化団体に指定される可能性が極めて大

きくなっているわけです。 

 これに対してどのように対応しようとして

いるのか。また、平成 20 年度の予算編成につ

いての基本的な考え方について、をお聞きい

たします。 

 また、現在の自治体財政危機の要因は、国

による大幅な地方交付税の削減にあると思う

わけです。この５年間で見ても、平成 15 年度

は地方交付税が 73 億 4,350 万円、16 年度は 7

2 億 5,527 万円、17 年度は 70 億 3,724 万円、

18 年度は 69 億 0,452 万円、19 年度の当初予

算では、68 億 9,500 万円となっているわけで

す。 

 財政再建団体の危険の責任は地方自治体に

あるのではなくて、過酷な地方財政の圧縮に

あります。専ら国の責任であると思うわけで

す。国に対してその是正を強く働きかける必

要があると思いますが、市長のお考えをお聞

きいたします。 

 次に、生活保護行政についてでありますけ

れども、厚生労働省が生活扶助基準に関する

検討会、この報告を受けて生活保護基準の引

き下げを来年度予算から実施しようとしてい

るわけです。舛添要一厚生労働大臣が 11 月の

30 日に、検討会で出された検討結果に基づい

て予算編成をしていくと表明しているわけで

す。 

 しかし、この検討会なるもの実際に見てみ

ますと、いわゆる法に基づいた審議会ではな
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くて、中村秀一社会・援護局長が識者の意見

を聞くという、そうした私的に設けた検討会、

そういう性格を持ったものであるわけですけ

れども、そして同時にその検討した時間がわ

ずか 10 時間という短い時間でしかないわけ

です。 

 これまで生活保護受給者は、老齢加算の廃

止や母子加算の見直しなどで、極めて生活が

厳しい状況に置かれているわけですけれども、

基準を切り下げるとなると、まさに生死に関

わる重大な問題です。また、この切り下げは

保護基準を基準とした就学援助をはじめ、さ

まざまな法的な減免措置にも影響を及ぼすも

のであります。 

 このように経済的にも大きな影響を受ける

ことが予想される生活保護基準の切り下げに

対しては、あくまでも反対するよう国に働き

かけるべきだと思いますが、市長のお考えを

お聞きいたします。 

 次に、病院の再編計画についてお尋ねいた

します。 

 現在、市立病院の不良債務は美唄市の財政

状況を大きく圧迫していますが、そうした赤

字経営を生み出した原因は、医師不足による

診療科の縮小や医療費の値上げによる患者の

減少、その他にも国による病院に係る交付税

の削減や診療報酬の削減も大きな要素になっ

ていると思います。 

 ここでお聞きいたしますが、過去 10 年間の

間で、交付税や診療報酬がどのように縮小さ

れたのか、併せて病床数がどのように変更さ

れたのかお聞きいたします。 

 病院再編計画の中に、経営形態の見直しと

して、指定管理者制度の導入を検討するとあ

りますが具体的にどのように検討されるのか

お聞きいたします。 

 次に、夜間休日の診療体制についてであり

ますが、市立病院の診療体制が地域の救急体

制をどのようにしようとしているのかお聞き

いたします。 

 次に、消防行政についてお尋ねいたします。 

 消防職員は、多様な火災にも対応できる消

火活動が要求されるわけですけども、そのた

めにも日ごろから高度な知識や技術を習得し

なければならないと思います。そして、それ

を保障するためにも、それに見合う職員数が

必要であります。 

 しかし、過去５年間を見てもかなりの職員

数の減少が見られます。平成 15 年には 54 名

の職員が、16 年、17 年には 52 名、18 年には

50 名、ことしの４月１日現在では 48 名、現

在は 45 名となっております。この５年間で９

名の職員が不足しているわけであります。 

 職員の技術向上や安全管理のためにも、ま

た、市民の生命財産を守る効果的な消火活動

のためにも、職員の増員を図るなどの見直し

が必要と思われますけれども、市長のお考え、

どのようにお考えなのかお聞きいたします。 

 次に、教育問題で教育長にお尋ねいたしま

す。 

 いわゆる学習指導要領の改訂の問題ですけ

れども、中央審議会の教育課程部会が７日に

決定した審議のまとめ、これは学校での今後

の学習内容の方向付けるものでありますけれ

ども、授業時間を増加して活用力を重視する

と言っておりますけれども、子どもと学校に

とってどうなるのか。無理にこれを進めると

すれば逆効果になりかねない、そういう恐れ
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のあるものだとこのように考えるわけであり

ます。 

 例えて言えば、数学算数の部分で言えば、

数学算数では前回の改定で削減されたものが

復活したことに加えて、活用力をつけるため

として、数学的活動が強調され、説明する、

検討するなどの学習方法まで示されて質的に

もふえているわけです。 

 授業時間を増やすと言っておりますけれど

も、それでも大変な詰め込みになるわけです。

基礎・基本のドリル学習に走る一方で、十分

な準備もなくて数学的活動をやらされる、そ

れによって格差が一層広がっていく、そうし

た恐れがあるわけです。 

 理科の問題にしてもゆとりか詰め込みか、

あるいは意欲か知識か、こうした２個を対立

させる。知識の習得を軽視して活用力を強調

している点では、これまでも変わらないわけ

であります。 

 国語の部分に対しても、審議会のまとめで

は易しい古文や漢詩を暗唱すること、そうし

たこととか、漢字にルビを振って漢字を読む

機会を増やすこと、こうしたことが協調され

ているわけですけれども、言語の力がつくと

は思えない、そうした疑問が残るわけであり

ます。 

 文科省は国際的に見て、日本語の読解力が

低いことに慌てておりますけれども、そもそ

も読みの授業を軽視してきたのは文科省であ

ります。そのことへの反省や分析がまったく

見られない、こうしたことが言えると思うわ

けです。 

 先ほど１回目の質問で申し上げた、いわゆ

る経済協力開発機構、世界57カ国15の地域、

15 歳を対象に行った調査、日本は読解力で言

えば 15 番目です。これはここの部分で言えば

１番目が韓国、２番目がフィンランド、次が

香港、カナダ、ニュージーランド、アイルラ

ンドと続いて日本が 15 番目です。2003 年に

行った調査では 14 番目だったのが今回は 15

番目と下がっているわけです。 

 数学的応用力、これは１番目が台湾、２番

目がフィンランド、３番目が香港、韓国、オ

ランダ、スイス、カナダと続いて日本が 10 番

目なわけです。これも前回が６番目だったの

が今回は 10 番目に落ちていると。 

 それから科学的応用力、これはフィンラン

ドが１位で、次が香港、カナダ、台湾、エス

トニア、日本というぐあいに続いて日本が６

番目なわけです。 

 これで見るように、例えばフィンランドで

言えば読解力が、前回はフィンランドが１位

だった、それから数学的応用力、これは前回

も今回もフィンランド２位ですけれども、科

学的応用力、これはフィンランドが今回も前

回も１位というところなわけです。 

 フィンランドの教育のやり方というのは、

日本よりもかなり少ない授業時間数しかない

わけです。あわせて少人数の学級でやられて

いるというのが特徴であるわけです。 

 したがって、今回出された学習指導要領、

こうした詰め込み教育が日本のこうした知識

力、科学的応用力も含めてそれを向上させる

ということではむしろ逆な効果につながって

いくと思うわけです。 

 こうした問題点など、市の教育委員会とし

ても文科省に伝える、そうしたことも必要で

ないかと、同時にこの指導要領に対しての現
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場で、子どもたちに教えている現場の教員の

人たちの意見などもぜひ中央審議会の方に意

見を上げていくということも必要だと思うわ

けですけれども、教育長のお考えをお聞きい

たします。 

 それから、次に幼稚園の配置計画ですけれ

ども、三井美唄幼稚園のいわゆる認定こども

園という問題で、幼保一元化という問題、こ

れはまだ見直しを検討するということで、ま

だ十分それをどうするかということで具体的

な計画はまだなっていないようですけれども、

もしするとすれば、幼保一元化するとすれば、

４つの設置留意点のうちどの累計にするのか

という問題。 

 それから、一元化すると、１つにするとい

うことになると、現在の施設を増改築するの

かどうか、あるいはまた増改築で間に合わな

くて新しく建てないとならないのかどうなの

か、その点についてどのようにお考えなのか

お聞きしたいと思います。 

 あわせて、一元化するという問題も含めて

地域の人たちの意見ぜひ取り入れて、一元化

するかどうかという問題、あるいは一元化す

るとすれば設置類型のうちどういう形にする

のかということも含めて地域の人たちと十分

話し合いを詰めた上で進めていただきたい、

このように思いますけれども、教育長のお考

えをお聞きいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 長谷川議員の質問に順次

お答えします。 

 平成 20 年度予算編成の基本的考え方につ

いてでありますが、持続可能な経営基盤の強

化を図るため、単年度収支均衡のほか、連結

赤字の計画的な解消や公債費をはじめとする

将来負担の適正化を目指すこととしておりま

して、特に地方財政健全化が平成 20 年度決算

に基づき適用されることから、平成 20 年度予

算はまさに正念場の年であると認識しており

ます。 

 また、このたび発表されました健全化判断

比率のうち、連結実質赤字比率は再生団体の

基準が 30％となりましたが、３年間の経過的

基準が設けられたのに対し、早期健全化段階

の基準は経過措置がない上、16.25％から20％

という本市にとって厳しい水準であることか

ら自立推進計画に掲げる項目について可能な

限り前倒しに努めるなど、健全化に向けて早

期の取り組みを進め、指定回避に向け最大限

努力してまいりたいと考えております。 

 また、国への働きかけにつきましては、市

長会などと連携し、地方交付税の総額確保な

どについて引き続き要望するとともに、現在

都市と地方の格差是正や病院に対する地方財

政措置の見直しが議論されておりますので、

これらのことについても強く要請してまいり

たいと考えております。 

 次に、保護基準についてでありますが、生

活保護費の基準につきましては、現在厚生労

働省の検討会議において見直しが進められて

いるところですが、現在その内容が明確でな

いことから、今後情報を収集するとともに、

全道市長会など関係機関と連携し対応してま

いりたいと考えているところでございます。 

 次に、交付税の経過等についてであります

が、病院事業にかかる交付税を平成 11 年度以

降の許可病床数の変更時点で申し上げますと、

平成 11 年度の許可病少数は 276 床、交付税３
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億 1,069 万 7,000 円のうち、病床数に対する

交付は２億 1,821 万 7,000 円、平成 14 年度に

許可病床数を 240 床に変更、交付税３億 3,16

2 万 4,000 円のうち病床数に対する交付税は

１億 5,014 万 4,000 円、平成 18 年度に許可病

床数を 209 床に変更、交付税２億 7,532 万 7,

000 円のうち、病床数に対する交付税は１億 1,

733 万 2,000 円となっております。 

 次に、診療報酬改定についてでありますが、

診療報酬改定は２年おきに行われており、平

成８年以降の改定状況で申し上げますと、平

成８年及び平成 10 年は診療報酬改定率がプ

ラスとなりましたが、薬価等が医療費ベース

で引下げとなり、実質改定率では平成８年は

マイナス 0.8％、平成 10 年はマイナス 1.3％

となっております。 

 平成12年は実質改定率ではプラス0.2％一

旦引き上げられましたが、平成 14 年以降は診

療報酬の改定が据え置かれたりマイナス改定

が続いており、実質改定率では平成 14 年はマ

イナス 2.7％、平成 16 年はマイナス 1.0％と

なっており、特に平成 18 年の改定では、マイ

ナス3.16％と大幅に引き下げられたところで

ございます。 

 次に、指定管理者制度についてであります

が、経営の効率化を図り、持続可能な病院経

営をめざす観点から経営形態のあり方の１つ

として管理者制度の導入などを検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、救急医療についてでありますが、市

立病院と美唄労災病院の再編後における市内

の救急診療体制等について、医師会並びに労

災病院と今月の 20 日に協議する予定として

おり、救急医療確保についての協力をお願い

するほか、市外の医療機関との連携も含め確

保に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

 次に、消防行政につきまして、職員体制に

ついてでありますが、消防体制につきまして

は分遣所の職員配置を見直したところであり、

今後とも消防体制に支障が生じないよう努め

てまいりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 長谷川議員のご質問に

お答えをいたします。 

 はじめに、学習指導要領の改訂についてで

ありますが、今回中央教育審議会から示され

ました学習指導要領改訂に向けた「審議会の

まとめ」によりますと、今回の改定による授

業時数の増加によりましては、指導内容を増

やすということを目的とするものではなくて、

子どもたちが学習にじっくりと取り組める時

間を確保するという観点のもとに、子どもた

ちがつまづきやすい内容の確実な習得を図る

ための繰り返し学習や、知識・技能を活用す

る学習を行うための時間を充実させることを

めざすものであることが示されているところ

でございます。 

 今後、中央教育審議会の教育課程部会で引

き続き審議が進められ、その後文部科学省に

よる作業が行われるということでありますこ

とから、その課程におきまして広く各方面、

あるいは分野からの意見が反映されていくも

のと考えているところでございます。 

 次に、三井美唄幼稚園についてでございま

すけれども、市立幼稚園配置見直し計画によ

りまして、中央幼稚園が平成 20 年４月から定

員を変更し、平成 22 年３月の閉園を予定して
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いるところであり、今後保護者の方々は他の

幼稚園を選択することとなります。 

 このことから、三井美唄幼稚園につきまし

ては、これら園児数の動向等を踏まえながら

配置見直しを検討することとなり、「認定こど

も園」につきましてはその選択肢の１つでも

あります今後関係部局と調査・研究を進める

こととしております。 

 いずれにしても、地域の方々からのご意見

をいただきながら進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

●議長林 国夫君 ７番長谷川吉春議員。 

●７番長谷川吉春議員 病院問題で２点ほど

お聞きしたいと思います。 

 病院問題の経営が非常に厳しい状態だと、

平成 19 年度末の予定では 22 億 8,000 万円、

これは若干縮小されるようでございます。で

すけれど、こうした経営が非常に厳しくなっ

た、この部分で言えば国の責任が大きいと思

うわけです。 

 先ほどこの 10 年間の中での大きな動き、交

付税の病院にかかわる交付税、あるいは診療

報酬がどのように改定されてきているのかと

いうことでお聞きしたわけですけれども、大

変な数字だと思うわけです。特に、この５年

間が非常にその動きが大きいわけです。 

 例えば、交付税で言えば平成 14 年度には１

億 8,141 万 8,000 円、これは交付税が減額さ

れているわけです。これ、病床数に応じて交

付税が出されるわけですけれども、病床数も

減っているのは減っているんですけれど、そ

の減った分を除いた分だけでいっても１億8,

148 円減額されているわけです。それから平

成18年度では１億0,200万円減らされている

わけです。これで見ると平成 14 年から平成 1

8 年までの間で、５年間で見ると、減った分

を全部積み重ねてみると約 10 億円の金額に

なるわけです。 

 これは 22 億 8,000 万円という累積赤字、不

良債務から見ると、そのうちの 10 億円という

と不良債務のうち約44％が地方交付税によっ

てもたらされているということになるわけで

す。 

 それから一方では診療報酬です。これもこ

の５年間、５年ぐらいの間で非常に大きくマ

イナイスになっているわけです。平成 14 年で

はマイナス 2.7％、16 年はマイナス 1.0％、1

8 年ではマイナス 3.16％ということで非常に

大幅に引き下げられているわけです。この５

年間、国の方ではどういうことがあったのか

ということで言えば、言ってみれば当時の小

泉首相と同時にその内閣の一員、構成員であ

った坂口つとむ厚生労働大臣、このコンビに

よってさまざまな医療改悪が次々と打ち出さ

れてきた、これがこの５年間の大きな特徴だ

ったと思うわけです。同時に、美唄市立病院

の累積赤字がどんどん膨らんでいって、この

５年間、特に大きかったわけです。 

 市長が今年の秋の地域住民説明会の中で、

市立病院の赤字が大きく膨らんだ要因として

国の責任も大きいんだということでおっしゃ

っておられたんですけれども、まったくその

とおりだと思うわけです。私はこの国の責任

を決して曖昧にしてはならないと思うわけで

す。 

 この５年間の中で、ついでに言わせてもら

えば、小泉内閣と坂口力厚生労働大臣が取り

組んだものの１つに、いま社会的に非常に大
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きな問題になっている後期高齢者医療制度、

これも小泉内閣の中で作られたものがいま問

題になっているわけです。 

 私はこうした国の医療制度、こうした改悪

に対して抜本的な改善を要求するべきだと、

国の責任だと、地方自治体の責任ではないと

いうことを明確にしながら、市長が地域住民

説明会の中でおっしゃっていたように、その

ときには国の責任が大きいんだということを

おっしゃっていましたけれども、そうした国

の責任を曖昧にすることなく、国に対しては

言うべきことをはっきり言う、要求するべき

ことははっきり要求する、こうした姿勢が必

要でないか、このように思うわけですけれど

も市長のお考えをお聞きいたしたいと思いま

す。 

 それから次に、指定管理者制度の問題です

けれども、市立病院はいわゆる美唄の地域医

療の中核になっているわけです。この市立病

院を指定管理者制度にするということは言っ

てみればそうした地域医療に対する美唄市の

責任を放棄する、そういうものにつながる危

険性があると考えるわけです。 

 この指定管理者制度については今後の検討

課題から除外するべきだ、指定管理者制度に

するべきでないと考えますけれども、改めて

市長の考えをお聞きしたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 長谷川議員の質問にお答

えします。 

 医療制度改革の国への要望等についてであ

りますが、現在道や北海道市長会を通じまし

て医師確保対策をはじめ診療報酬の見直しな

ど、地域医療を担う医師の確保・養成に必要

な措置や、自治体病院等の経営健全化に向け

た地方財政措置の拡充などにつきまして、現

在まで要望しているところでございますが、

今後もさらに地方の声を国に届くよう強く要

請してまいりたいと考えております。 

 また、指定管理者制度につきましては、経

営形態のあり方の１つとして検討してまいり

たいと考えておりますのでご理解願います。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 ２番森川 明議員。 

●２番森川 明議員（登壇） 私は大綱４点

にわたりまして、市長、特に農業政策につき

ましては市長と農業員会会長に質問をいたし

たいというふうに思っています。 

 １つ目は、政府の農業政策変更についてで

す。 

 今回、私は農業政策を質問するにあたりま

して、38 年間お世話になりました農水省の農

政事務所の方に出向きまして、私自身の勉強

を兼ねましていろいろ聞いてまいりました。

 いまはインターネットの時代ということで、

例えば検査数量とか等級とか、全国の作況

等々につきましてはもう自宅のインターネッ

トで出てきますというようなことを言われま

して、非常に様変わりしたなという感じを受

け取ってきたわけでございます。 

 まず、想像以上に人員が減らされていると

いうことと、それから農産物も民営化になり

ましたし、いわゆる新規業務がどんどん入っ

てきていると、対応に大変だということを申

しておりました。また、統計等につきまして

は、ＯＢを季節的に採用し、いま各種調査を

やっと行っているということも申していたわ

けでございます。 
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 そこであえて米の作況を聞いてみますと、

北海道は98のやや不良、南空知が94の不良、

これが雨等々の収穫の遅れによるということ

ですが、ここで美唄ということが出てきまし

た。美唄以南になるほど悪くなってきている。

北空知は 104 であると、やや良です。渡島は

71、檜山は 68 と著しい不良であったというよ

うなことで、非常にこれをお聞きいたしまし

て農業の難しさというものを感じました。は

っきり言うと。 

 と言いますのは、50 キロぐらいしか差のな

いところで、これだけ作況指数が変わってき

ているということの現実でございます。 

 さて、農政事務所も大変苦労してきました。

いわゆる品目横断的経営安定対策。長ったら

しい題です。これはおそらく農林官僚が考え

たことでしょうと思いますが、大規模経営安

定対策ぐらいの短い、ぱっとわかるような、

こういう題にできなかったか、私は思ってい

ますけれども、市長はまずこの件につきまし

て、定例会を紐解いて議事を見てみますと、

大変多くの質問を受けております。また、対

応してきた経過があるわけです。 

 わずか１年間で、それも参議院選挙の結果、

あの小泉の構造改善、地方間格差が、農村が

農政はそっぽを向いたということ、いわゆる

農政に対してノーと判断したというようなこ

とで自民党は反省をし、補助金給付の免責要

件を大幅にいま緩和しようとしているんです。

まさに猫の目農政です。 

 民主党は経営安定に向けまして、すべての

農家を対象に直接支払いをする個別所得保証

制度が11月29日の参議院で可決をしました。

いま衆議院に送られているわけでございます。 

 道農民連盟のアンケート調査の結果では、

この制度に対して満足度がわずか５％です。1

0 月中旬から下旬にかけての調査ですけれど

も、２万 0,176 戸、8,660 戸が回答し、回答

率、いわゆる回収率は 41％です。同制度で減

収になった、これが実に78％にもなっている、

これでは農政とやるのは、このノーですけれ

どもあたり前だと思っております。 

 市長はこういういまの現実を捉えまして、

美唄農業の今後の姿をどのように構築をし、

舵取りをしていくのか、率直な意見をまずお

聞かせを願いたいというふうに思うわけでご

ざいます。 

 また、農業委員会も「農家意向調査」を集

約結果を私農業員会事務局長から見せてもら

いました。1,162 戸の対象中、回答が 813 と

お聞きをし、回収率 70％、この種の調査の中

では非常に高い方だというふうに分析をいた

しております。 

 その中では、「経営の現状維持」というのが

49％、「離農したい」が実に 18％もあったと

いう実態、これはもう全国、全道、そして空

知、美唄、この農業に対する苦悩が１つの調

査の中で浮き彫りにされている、こういう結

果でないかというふうに思っております。 

 調査では、高齢化問題、労働力不足、さら

には後継者難、農産物価格いわゆる所得を増

やしてほしい、等々切実な声が反映されてお

りました。 

 農業委員会長、こういう結果を踏まえまし

て、最近また農業委員と市長との懇談会も開

催をされたという場があったようですけれど

も、１つ担い手対策を含めまして、市長と答

えが重複する面もあるかもしれません、また
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農業委員会は農業委員の総意の中の回答にな

るかもしれませんけれども、ぜひお聞かせを

願いたい、このように思います。 

 それから最近出てまいりました、北海道新

聞の中学校の壁新聞です。これは、道央地区

コンクールの結果が発表されました。峰延中

学校も参加しているんです。残念ながら入賞

できなかったということですけれども、これ

までも２年生の部、最優秀賞、これが千歳の

東千歳中学で１、２年Ａ組ということですか

ら、おそらく複式校ではないか、読んでみた

ら複式校と書いてあります。 

 東千歳といったら空知の三川とそんなに離

れていないところではないかと、調べてみた

ら、思いますが、その中で「アグリ」という

新聞、これ小さい字で、ルーペで見ながら読

みましたけれども、後ほどのこの種の壁新聞

はデパートで全部展示されるんです。ですか

らぜひとも私デパートの方へ行って、もっと

この「アグリ」を見てみたいなという感じを

しているわけですけれども、いま表題は「農

業は危ない」と「農業と農産物を守れ」と、

「農家減少や輸入自由化にも問題はふくれて

いる」と。直接農家に出向きまして、取材を

し、農家の声を聞いて活字にしていると、今

後のそして対策をどうもっていくべきか。生

徒は言っております。取材によって農業につ

いても真剣に考えるようになったということ

を語りかけているんです、この新聞は。まさ

に中学生の生の声が浮き彫りにされてきてい

ると思います。 

 先ほど同僚議員の質問の中で、西美唄中学

校の閉校式にも最後の中学生のあいさつに感

動したと申しておりました。いま非常に中学

生も頑張っております。 

 そこで、ちょっと視点を変えまして農業に

関して深川の農業委員会、これが議会の予算

編成前に農業政策に関する建議書、余り耳慣

れた書ではなかったんですけれど、農業委員

の方にお聞きしますと、委員会ではここは建

議書という言葉を使うということでございま

すが、深川市長に提出をいたしました。道産

米の販売拡大だとか、安定的な農業経営だと

か、将来に向けた対策はと。また、国と道に

対する要請、新規就農者に対する支援の体制

はどうなのか、それに先ほど来触れておりま

す品目横断的経営安定対策、農地・水・環境

保全、農家負担となっていると国に見直しを

要請していると、積極的ないわゆる検討を約

束させたという報道も出てきております。 

 美唄も同様な建議書を市長の方に毎年提出

しているという農業委員会からのご報告を受

けたわけですけれども、特に個人保護法の関

係があるにいたしましても後継者育成とあわ

せまして、私も前回質問をしてまいりました。

その花嫁対策なんていうものを、農業委員会

でも今後話し合いをする中からひとつリーダ

ーシップを市の方に取っていただきたいとい

うことを多くの期待をしているわけでござい

ます。その点も含めまして、ひとつお伺いを

いたしたい、このように思います。 

 ２点目ですけれども、食の駅の関係でござ

います。 

 ７日の本会議で、同僚議員に対する質問、

回答がありました。質問は必要だという判断

で、立場でしたので、私は今日の財政事情を

考えた場合は無理をするなという、そういう

立場ですから、ひとつ市長の見解をお伺いし
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ておきたいと思います。 

 実は、12 月５日付の空知プレス報道にはち

ょっとびっくりしました。その前にすでに発

言通告書というのを議長宛に提出しておりま

したので、重複はひとつ避けたいというふう

に思いますけれども、７月の食の駅基本構想

検討委員会、それ以降とかく場所については

うわさがいろいろ流れてきました。私の耳に

も届きました。建設予定地、候補地が仮の案

でも茶志内小学校ということです。 

 どうもわかりづらいのはその検討委員会の

性格です。17 人、その構成メンバーはどうい

う方々で、市民の公募はなかったようですけ

れども、全員この食の駅推進の方々を市が委

員にお願いをしているという形を取っている

のかどうか。 

 ７日の答弁ではさらに、３つの部会に分か

れていると。この３つの部会というものの内

容はどういう部会なのかということを、お知

らせ願いたいというふうに思うわけです。 

 報道では、市が検討委員会に原案を提出し

たと。もう一度言います。市が検討委員会に

原案を提出したという形になっているわけで

すけれども、この種の委員会というのは大体

委員長を選出し、その討論結果、議論結果を

集約、意見等を踏まえて市長に諮問をすると、

市長に諮問をする形が常道ですけれども、議

論には市長自身が入っていたのか入っていな

いのか、また市長の方から案を示したという

形で理解をしていいのかどうかもちょっとお

答えしていただきたいと思います。 

 具体的に触れてみます。100 万円の調査費

です。これは、22 年に供用を開始したいと言

っておりますので、これは毎年予算に 100 万

円ずつ計上するということになるんですか。 

 決算委員会で、３カ所道の駅を実態調査し

た、そういう答弁をいただきました。これは

だれと、だれと、だれが行ったかはわかりま

せんけれども、答えは真狩、ニセコ、長沼と

いう３カ所、記憶をしております。 

 これ等の私の調査では、交通量も多く非常

に軌道に乗っているところです。長沼はマオ

イの丘と、これは三川方面からいわゆる南 27

4 号線で幌内地区にありまして、夕張から帯

広を抜ける。パークゴルフ場も設置されてお

ります。真狩というのはおそらく 230 号留寿

都のことではないかなと思うんですけれども、

ちょっとその辺わかりません。真狩に道の駅

あるのかなという感じもあるんですけれど、

これは羊蹄山のふもとで、それから近くにも

もし 203 留寿都といったら遊園地がすぐ側に

あるということですし、ニセコは観光地のど

真ん中、５号線ビュープラザ、これはもう多

くの外国人のお客も来るようですし、あそこ

オーストラリアから非常に来ているという報

道もありますが、ともに特産品を抱えまして

非常に実績のあるところでございます。いわ

ゆる立ち寄りたいところばかりです。 

 ３カ所も調査をするのであれば、そのうち

１カ所ぐらい私は集客採算性等で非常に苦労

している道の駅が数多くあるんですから、な

ぜそこを尋ねられなかったのか。そして展示

している品目利用者層、原因等をきちんと究

明すべきであったのではないかと、成功して

いるところは２カ所でいいんです。というの

が私の感じでございます。 

 それとあわせまして、あの３億円というの

が今度出てきましたけれども、３億円を想定
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し、来年度予算に一部反映をしたいというよ

うなことでありますけれども、市としてこれ

は大変な額でございます。 

 市長の公約構想にありました、いわゆる直

線道路を見渡す歩道橋の関係が一体どうなる

のか。何かその上に望遠鏡か何かをつけまし

て、直線道路の写真を撮ってもらうとかいろ

いろな面で有効活用していきたいということ

ですけれども、どうでしょう。 

 いま確かに茶志内には歩道橋があります。

しかし、そこを利用するといってもなかなか

開発局は安全対策を含めまして許可はされな

いでしょう。それから駐車場からは非常に遠

いという状況で、これ新たに造るという形に

なるんでしょうか。この辺がちょっとわかり

づらいと。 

 それと道路整備の関係につきましてもかな

り国道から離れておりますから、その辺はど

ういう状況になるのか、また運営は今後も話

しあると思いますけれども、第３セクターと

しての運営にしていくのか等々考えますと、

この食の駅は非常に課題が多いわけでござい

ます。 

 先ほど言いましたように茶志内小学校に国

道から 150 メートルぐらい入るということに

なります。12 号線を通過する観光客を呼び込

みたいと、こういう思いがあるようですけれ

ども、三笠、奈井江の道の駅からは近すぎま

す。特に、奈井江はその国道 29.2 キロが直線

であるというのを、キャッチフレーズを先取

りしまして、あそこに直線と、何々直線とそ

の言葉はもう使われております。市長はご承

知と思いますけれども。 

 また、いわゆるごみの収集とか除雪とか、

いろいろな面の対策でものすごくこれは金が

かかるという実態も聞いてきております。か

れこれ考えてみますと、一体大丈夫なのかと

そう思うわけです。 

 私のところには農村地域を含め多くの市民

から反対の意見が寄せられております。茶志

内からも来ているんです。茶志内からも反対

だ、何とか意見述べてくれというような、農

村の方ですけれども、意見が来ております。 

 いま一度、食の駅に対する私は市民アンケ

ートなどをとって、市民の動向を分析する中

から、必要と思われるがどうか、ということ

を判断すべきであるということで、あくまで

も一時凍結。どうも一時凍結といったらやめ

てしまえという解釈があるようですが、それ

違うんです。私は財政が豊かになり、ないよ

りある方が絶対いいんですから、そうなって

きますとやはり食の駅は美唄ＰＲに必要です

から、食の駅、道の駅、でもいまではだめだ

と、無理だと、だから一時凍結をしてほしい

ということを言っているんですけれども、そ

の点再度どうなのかということをお伺いいた

したい、このように思います。 

 次に、３点目は福祉についてです。 

 精神障がい者にもＪＲ、中央バスの割引制

度を適応してくれないかという要請でござい

ます。 

 実は、私の後輩から強い要請がありました。 

 彼は、高校生のときに生産調整が始まりま

して、これでは農業の将来性は非常に難しい

局面を迎えるということで、農業指導者にな

りたいということで働きつつ学ぶ短大の方に、

２部に進学をしたわけです。21 歳の春、吹雪

の日。開発からですから遠いです。美唄駅ま
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で急いでいたという関係で、自動車に乗せて

もらうこととなって助手席に座りました。い

まで言うシートベルトのないときです。不遇

にも交通事故に遭ってしまった。頭をがんと

強く打ってしまったということで、休学との

関係もありまして、無論医師の判断で３週間

で退院をし、すぐ勉強に励んだということで

す。それでも頭は痛かったんですけれども懸

命に勉強し、農業改良普及員の資格に合格し

たと。当時は、横路さんの知事の時代ですか

ら、随分古い話になるわけです。さらに、東

京農大通信教育も全国 10 名の１人として文

部大臣の表彰を受けたという優秀な方です。 

 しかし、卒業が決まってまもなく後遺症が

現れてきたということです。短大２部、いわ

ゆる３年生ですから、３年のときにおかしい

と思いつつ卒業しましたけれども、結局は「て

んかん」の発作が続いたということです。「て

んかん」です。 

 結局は農業にも従事できず、普及員の資格

に受かっていたけれども道職員にもなれず、

通院の日が続いていると。多くの仕事にも無

理をして挑戦をし、内地まで出かけって仕事

にも従事したんですけれども、さっき言いま

した「てんかん」の発作によって解雇されて

しまうということです。 

 現在、精神障がい者として最近から写真入

の重い１級の手帳が交付されております。美

唄市内には、60 名の認定者がいるということ

ですが、その１人して 57 歳の現在も通院が続

いていると。北大病院も通っているわけです。 

 そこれで私、最近彼のところを尋ねました。

南側の部屋に入るなり、ガラスが割れている

んです。どうしたんだとお聞きをいたします

と、発作で倒れたと、ですから夕食の用意と

いうのは危険なために、１食 400 円のデイサ

ービスというのを受けていると、カップめん

が山盛り積んでいるんです。となりにクスリ

も山盛りあると。 

 こういう状態を目の当たりにいたしまして、

57歳と言えば道職員になっていた場合はもう

定年間近です。それがあの助手席に座ってい

た交通事故のために、薬害のために、失礼な

がら年齢よりかなりお年寄りの状況に見られ

るような身になっている。お嫁さんももらえ

なかった。細々と現在生活をしていると、こ

ういう生活を余儀なくされている現状に、身

の詰まる思いをいたしました。 

 彼の要求というのは、中央バス、ＪＲに対

しまして、運賃割引制度を市長に要求してほ

しいということです。 

 何度も要求されました。身体障がい者、知

的障がい者には割引制度がある。精神障がい

者には適用されていないのです。市バスは適

用されているそうです。道、中央バス、ＪＲ

に対しまして、ひとつ働きかけを市長、割引

制度適用実現のために、市長自身もどのよう

に感じているかということを含めてお願いを

いたしたい、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

 ４点目は、道立林業試験場の、地方独立行

政法人についてです。 

 この件につきましては、11 月 27 日道が明

らかにいたしまして、マスコミが一斉に報道

をいたしました。道立の 22 研究機関を 2010

年に統合し、１つの研究機関にするという、

道から切り離しまして、非公務員として歳出

削減に努めるという内容で、当然美唄にあり
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ます林業試験場も該当するわけです。 

 まず市長、この点については道から何か説

明を受けていますか。林業試験場は北海道の

７割が森林だというんです。その７割の森林

の有効活用などを日夜研究し、長期的な視点

に立って多くの成果を挙げてきました。その

成果が民間に売れるようにしなければ、財政

面でも差別をされるということです。 

 もともと林業行政そのものと言いますと、

民間利用者からの資金を見込めない試験研究

機関です。財政基盤の確保が必要となり、長

い基礎的な研究が技術開発に対して支障をき

たすことが懸念をされますし、業務の見直し

によっては中止をせざる得なくなる事業も出

てきます。 

 私は実は農水省に勤めていたとき、退職し

たあとですけれども６年前にやはり試験研究

機関の独立行政法人というのが出てきまして、

これは総定員法に基づき人員削減の１つの策

で導入された経緯があるわけです。その後の

状況等を知りたくて、早速試験研究機関に出

向いたり、また、当時の友人を訪ねたりして、

あるいは電話で聞いたりしてきましたけれど

も、ほとんど友人はもう年齢的に退職してい

るということです。 

 言えることは、そこの職員から聞いて言え

ることは、研究成果が５年間挙がらなければ、

淘汰されてしまうということ。経営的効果が

求められまして、収入確保の縛りの中で職場

も縮小がされてきているというのが、いま独

立行政法人の現実だということを申しており

ました。 

 市から見ますと、林業試験場は身近な存在

として緑環境の充実や地域の活性化のために

大きく貢献をしてきているんです。 

 空知には市長、ご存知のように、中央農業

試験場も該当されます。道産米の品質向上に

向けてはものすごく貢献が大きいところです

し、また、全国的にも有名なあの滝川の畜産

試験場もあるわけです。何よりも成果を出さ

なければならない、そのためには長期的な研

究を必要だということ、それをないがしろに

されようとしている。22 年の４月です、スタ

ート。２年間ぐらいしかないではないですか。 

 今後は道の交付金もそれによって削減をさ

れると思います。市はさまざまな影響が予想

されるわけです。メリットはほとんどなく、

デメリットが大きい、この地方独立行政法人

導入に対しては必要ない、私は反対の立場で

いま質問をしておりますけれども、ひとつ市

長の考え方をお伺いしたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 森川議員の質問

にお答えします。 

 はじめに、政府の農業政策変更について、

農業についてでありますが、本市農業を取り

巻く環境は担い手の減少や高齢化の進行、農

産物価格の低迷のほか、本年４月からスター

トした「品目横断的経営対策」により、面積

支払や単価設定の反収の取り方など、農家所

得が減少し大変厳しい状況にあります。 

 国では「品目横断的経営安定対策」の見直

しを進めておりますが、農家の実状をしっか

りと捉え、早急に見直しを進めるよう、全国

市長会等を通じて強く要請をしております。 

 本市農業のあり方につきましては、米・麦・

大豆の土地利用型作物のみでは農業者の所得

増には限界があるものと考えております。 
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 生き残る農業のためには消費者ニーズにあ

った「安心・安全な農産物」の提供や収益性

の高い作物、施設園芸作物などの農産物導入

による副業経営のほか、効率的な経営や労働

力の節減に向け、これまでの個別経営から生

産組織・法人化など経営形態の改善も必要と

考えております。 

 いずれにいたしましても、さまざまな課題

に対し、農業者の方々や関係機関、団体等と

連携を図り、足腰の強い農業・農村づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、食の駅についてでありますが、市民

検討委員会につきましては、「食の駅」構想に

関してのさまざまな意見やアイディア等を募

ることを目的に設置したものであります。構

成メンバーは農協、農協婦人部、商工会議所、

観光物産協会、グリーン・ツーリズム等の活

動グループ、消費者協会、まちづくりネット

ワーク等からの推薦を受けた 17 名の委員で

構成しております。 

 部会につきましては、必要な施設等を全体

的に検討する部会や、農産物の直売や加工等

について検討する部会、施設の効果や管理の

考え方を検討する部会の３部会を設置したと

ころでございます。 

 食の駅につきましては、本市の農産物や特

産物など多くの「地域資源」を活用し、農業

を中心として商工業や観光などの連携により、

地域経済の活性化やまち全体の活力を誘導し、

本市が緊急に取り組むべき重要施策である

「経済振興」や「交流の促進」を図るための

中核施設として必要と考えており、今後実現

に向けてさまざまご意見を反映しながら進め

てまいりたいと考えております。 

 なお、進入路や歩道橋、そして運営方法な

どにつきましては、構想を策定する中で明ら

かにしてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、本市の財政状況

を十分踏まえた上で、多額のコストをかけな

い方向で農業の再生、そしてまちの活性化を

目指してまいりたいと考えております。 

 次に、福祉について、精神障がい者に対す

るサービス支援についてでありますが、昨年

障害者自立支援法の施行で障がい者に対する

サービスの一元化が図られ、格差是正が求め

られたところであり、今後充実したサービス

内容となるよう制度の見直しが必要であるも

のと考えています。 

 美唄市では独自事業として、市民バス利用

時の運賃は平成 14 年度から身体障がい者と

知的障がい者に加え、精神障がい者の方に対

しても運賃を半額免除することとしておりま

す。ＪＲや道内のバス運賃などにつきまして

は、現在のところ減免の対象外となっていな

いことから、全国市長会において国や事業者

に対して要望を行っているところであります。

また、北海道精神障害者家族連合会におきま

しても、北海道バス協会、同北海道運輸局に

対し割引適用範囲の拡大を要望しているとこ

ろと承知しております。 

 市といたしましては、障がい者が地域で安

心した生活ができるよう、関係団体と連携を

取りながら制度の充実に向け取り組んでまい

りたいと考えております。 

 次に、道立林業試験場の地方独立行政法人

化についてでありますが、道からこの件に関

しましてはこれまで説明は受けておりません

が、来週空知支庁から説明がある予定となっ



- 124 - 

ております。 

 林業試験場につきましては、昭和 32 年に林

業の進展と向上を目的に本市に開設され、平

成 11 年には緑化樹センターが設置されるな

ど、道内における森林資源の研究、保全や「身

近な緑づくり」に関して大きな役割を果して

きており、本市に対しては街路樹等に関する

助言や技術指導を行ってもらっているほか、

桜ロードプロジェクトへの苗木の提供や技術

指導などさまざまな関わりを持ってきており

ます。 

 地方独立行政法人化につきましては、まだ

具体的な内容を承知していない段階でありま

すが、市としても林業試験場の規模が縮小す

ることのないよう道に対し強く要望してまい

りたいと考えております。 

●議長林 国夫君 農業委員会会長。 

●農業委員会会長佐藤博道君（登壇） 森川

議員のご質問にお答えをいたします。 

 政府の農業施策変更についてでありますけ

れども、当農業委員会といたしましては調査

結果を踏まえ担い手の高齢化に伴う離農が増

えつつあることから、特に農地の利用集積に

つきましては、農地保有合理化事業の活用と

事業枠の拡充に向けた要請を行っているとこ

ろであります。 

 また、建議や市長との懇談会におきまして

も、担い手の経営安定についての「品目横断

的経営安定対策」の制度の見直し等について

意見を述べておりまして、さらに農業会議等

を通じて要請しているところであります。 

 いずれにいたしましても、現在国が「農地

政策の見直しについて」協議を行っているこ

とから、これらの動向を見据えながら平成 20

年度の事業計画策定に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。 

●議長林 国夫君 ２番森川 明議員。 

●２番森川 明議員 それでは自席から再質

問をさせていただきたいと思います。 

 １点目の農業政策の関係についてですけれ

ども、今度政策がまた見直されるとこういう

現実があります。まさに猫の目農政、ころこ

ろ変わるわけですけれども、しかし、これに

対応する指導法もまた関係機関も大変だなと

いう感じを、それ以上に大変なのは農家の皆

さんの方です。ですから、今後どういう形に

出てきたにしろ、市長に国に対してやはり何

らかの要請行動をしてもらわなければ困ると、

こういう場が当然出てくると思いますから、

その点はひとつよろしくお願いをすると同時

に、農業委員会会長の答えの中にありました

けれども、農家意向調査、これはいかに結果

の利活用だと思うんです。ですから、利活用

し、それをどう農業に活かしていくか、全国、

全道にどうアピールしていくかということで、

建議書に関してももっとマスコミの方にもＰ

Ｒをしながら、やはり美唄は市長に対してこ

れだけの農業委員会としての要求あるんだと

いうことを、どんどん今度提起をしていただ

きたいというふうに考えているところでござ

います。 

 道産米につきまして、ちょっと明るい点も

あります。ホクレンのアンケートによります

と、道民が道産米を食べている割合が、今年

はじめて７割代に上ったという記事を見まし

た。地産地消を進める上で、これは非常に喜

ばしいことです。研究を重ねてきた方々の努

力が実りまして、安全性やおいしさ、アピー
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ル、宣伝活動の成果であったのではないかと

いうふうに思っているわけです。 

 市長、実は私は長崎に勤務したことがある

んです。となりの佐賀は、これは九州一の農

業県です。そこにも友達いるんです。友人で

す。それが必ずヒノヒカリを送ってもらいま

すし、電話で一体どうだと、北海道の状況を

必ず聞いてくるんですけれども、今年はひど

かったらしいです。27 度以上の高温障害を受

けまして、特に米は乳白色になっている。小

粒で未熟粒には胴割米が発生したというよう

なことで、１等が 26.2％ぐらいだった、散々

足るものだった。対策として田植えを遅らせ

て対応してきたんだけれども、どうも成果が

出なかった。あそこはヒノヒカリ、コシヒカ

リが主な品種ですけれども、と同時にすぐヒ

ノヒカリを送ってきました。すぐ食べればい

いんですけれども、まだ食べていないという

状況ですが、彼が言っているのは米作りをや

めてしまおうかなと。いまこれだけ地球温暖

化でバイオ燃料の形で注目されている沖縄で

サトウキビを作ったらどうかという話までし

ているというんです、九州で。 

 北海道は温暖化によっていま新潟のコシヒ

カリ作れますよと言っておりましたけれども、

いや、冗談ではないと。北海道にはおぼろづ

きとかふっくりんこをはじめ、非常にコシヒ

カリに負けない米がもう誕生しているんです

よといってお答えをしてきた経過を持ってお

りますけれども、最後に彼が加えておりまし

たのは、やはり新潟を抜いて北海道が食料基

地として必ず米の生産地帯ナンバーワンにな

るということを確信して申しておりました。 

 美唄には、このところ立て続けに農業の面

で注目をされている面が出てきております。

例えば、上美唄の農業を考える会、これは米

や麦の品質向上、収量向上に取り組んできた

成果が新聞に出ておりましたし、また同じ上

美唄でも野菜のパンを作り、愛食料理コンテ

ストで最優秀賞です。また元村では日本の特

用林産振興会主催の品評会で、市だけで最優

秀賞を受けた等々です。美唄には非常に農業

に対しても、アイディアマンが多いわけです。

まだまだ前途はあります。明るいと思います。 

 市長はひとつリーダーシップをとっていた

だきまして、全国に美唄ありというのを再発

信していただきたいなと。農業政策について

はちょっと答えが短かったなというような感

じもするんですけれども、まだまだ市長とし

て訴えることが多くあるのではないかと思い

ます。 

 先ほども言いました、これからいろいろな

問題で市長と接する機会に要請行動がありま

す。また私はやはり予定どおり言いますから、

もちろん議会の場を通じてです。ひとつその

点よろしくお願いをいたしたい、このように

思うわけです。 

 食の駅の答弁です。これ市長全然、設問に

対して何か答えていないような感じを持ちま

した。17 人の委員会の構成メンバーはそんな

に答えあったんですけれども。その中で７日

に答弁があった３部会は一体どういう部会に

分けているんですかと、それから委員長は最

終的に市長に諮問をして、素案ですから。素

案はたたき台になります。案を出すと、こう

いう形になるのか、この辺がどうもはっきり

しないということを言っているんです。 

 まだいろいろありますけれども、市長何か
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はばかれたなというような、そういう感情を

持っておりますので、ひとつその点は再質問

ですからお答えをいただきたいなというふう

に思います。 

 歩道橋の関係も触れましたけれども、それ

は案があるけれどまだ一切論議していないと

言ったらそれでいいんです。何も触れないと

いうのは、私の質問に対してはもう答える必

要がないというようなそういう判断に受け止

めましたから、これはちゃんと質問したこと

については、いま現状こうなっているという

ことをきちんとやはり答えてください。 

 私は前から言ってきておりますように、市

長が言っております地産地消、農業振興のた

めにぜひ必要だという、そうであれば空知支

庁が推奨しているではないですか。愛食セン

ターです。これで十分でないかと思うんです。 

 美唄のまちを見てみなさい、中心街。市長、

閉店が多くシャッターが下りていると、何か

寒々しく感じませんか。駐車場を確保できて

いるところもあるんです。それ等を利用し、

美唄市の店としてのぼりを自立させながら、

いわゆるいまの状況を踏まえてのミニ食の駅、

こういう形でも市長のお答えにあるように目

的達成のためなら十分ではありませんか。何

も３億円以上かけて大々的に造る必要がない

ような感じも私は受け止めるんです。やると

思えば。美唄の特産品売るのであれば幾らで

も売れます。その中に食堂を作れば寄って食

べてもらえると、いろいろな利点が必然的に

出てくるんです。 

 そこで、江別には道の駅ありません。隣の

岩見沢市も、旧栗沢、旧北村、非常に立地条

件の道の駅を造ってもいいところがたくさん

場所にはあるんです。 

 ところが、なかなか造れないというのは、

岩見沢にお聞きをしますと、やはりネックは

財政です。こういう財政の中から道の駅を造

るという立地条件が一杯あるんだけれども造

れないと、これがどうも現実のようです。 

 三笠のあの 12 号線の温泉も普段であれば

いまもうできているはずです。ところがなか

なかできない。やはり財政のようです。いろ

いろな面で原因は資金面がどこもここも大変

です。 

 市長は検討委員会の動向もあると思います

けれども、どうも 22 年に固執しすぎるのでは

ないかと、私が主張しているのは一時凍結で

す。何かやめてしまえ、白紙に戻せとそうい

うことを言っているわけではないんです。 

 そういうことを踏まえて、再度ちょっとや

はりこの問題についてはお答えをいただきた

いなというふうに思います。 

 それと福祉の件、これは前向きな答弁をい

ただきました。あらゆる機会を捉えてひとつ

要請行動をお願いいたしたいというふうに思

います。 

 実は、この精神障がい者に対する自治体に

おける割引制度と言いますのは、札幌市は独

自に行っているんです。道の補助を受けた約

80 市町村がいま道内では実証されています。

美唄市もその１つではないですか。バスの半

額をやっているということですから。おそら

く１つとして数えていいのではないかと。 

 札幌市はそのほかに、１、２級には年間２

万円、３級には１万円支給があるんです。ウ

ィズユーカード。 

 実は平成９年から調べてみますと、11 年ま
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での２カ年間中央バスは半額割引をしていた

んです。ところがそれが取りやめになってし

まったとこういう経過もあるんです。おそら

く財政か何か、その辺の理由はわかりません

けれど。福祉に冷たいです。ですから、こう

いう格差をなくしてほしい。 

 昨年の 10 月に障害者自立支援法ができま

した。身体障害、知的障害、私のいま訴えて

おります精神障害の３障害に対しまして、サ

ービス一元化による格差是正をいま求めてい

ると、治療が特に難しいこの精神障がい者に

交通費の削減補助、これはもう切実な要求で

すから、何度も言いますけれども重ねてお願

いをいたしたいと思います。 

 ４点目の林業試験場、地方独立行政化の市

長の考え方です。 

 まだ何も言われていない。しかし、来週空

知支庁に説明を受けることになっていると、

こういう答弁ですけれども、これは強く市長、

反対という言葉は使いませんか、市長、無理

ですか。いまの道の財政も再建団体に陥るぐ

らい道の財政も厳しいという、それを前面に

打ち立てるとなかなか市長の立場もあるかと

思いますが、いまの林業における全体的な林

業試験場のいままでの経過、市長もちょっと

触れておりました。それを現実に捉えまして、

やはり道の方には私市長としては反対だと、

そこまできちんと明言をしてほしいというの

が、思っております。 

 まず、世界の動きを見てください。最近地

球温暖化ということで、もう林業が見直され

ているんです。森林減少防止に森林保全対策

ということで論議されて、森林減少による温

暖化効果、温室化効果、ガス抑出が世界全体

の約２割にもなってきているという、この対

策というのは緊急の課題であると。あのバリ

島の会議でもそうでしょう。こう論議し、世

界の林業そのものが見直されてきているとい

う、こういう現実があるわけです。 

 森林と言いますのは、近年やはり多面的な

機能を発揮いたしまして、強く先ほどから何

回も言っているように多くの国民から期待を

されていると、台風、生物の多様化、その保

全。これを行政指導が行われてきているとい

う現状です。このような状況下で機能が縮小

されますと、林業のいわゆる緑化樹の完全産

業の振興というのを、市としての協力は得ら

れないという形になります。道民の財産であ

る森林の時代への継承もできなくなってくる

ということです。 

 市長、さっきちょっと触れておりました、

いまの林業試験場の市に対する貢献度、もち

ろんたくさんあります、調べてみますと。ハ

スカップの組織培養技術に関する研究、これ

はＪＡびばいとの共同研究。それから組織培

養による、ななかまど栽培技術共同研究。こ

れもＪＡびばいとの共同研究。地産フード研

究会、大きい市、先ほども触れておりました、

桜ロードプロジェクトの推進、田園空間型推

進事業防風林対策、これも行っているんです。

ＪＲに対しては花の駅事業、専修短期大学に

対してはハスカッププロジェクトの講演等も

行っていると、こういうのが林業試験場で果

してきた大きな役割、いわゆる地域に自分の

研究のほかに美唄市地域に対してこれだけ還

元して一生懸命やってきているんです。 

 その多くの役割がなくなってしまうと。道

も行政改革の基本方針、財政難を理由に業務
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の見直し・縮小を行ってきておりますけれど

も、何よりも先ほどから何回も言っておりま

すように、この地方独立行政法人、これの美

唄における損失も計り知れないものがあると

いうことで、市長再答弁もお願いをいたした

いとこのように思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問に、順次

お答えします。 

 １点目の農業問題でございますけれども、

国におきましては最近とにかく農業を見直す

というようなことがいろいろな政党間で言わ

れているようでございます。 

 ただ私どもは、いまの状況が続けば農業が

本当に継続できなくなる、そういう意味では

本当に現状をしっかり確認していただいて、

そして早急にいまの制度の修正等も含めて検

討していただきたい、このことを強く訴えて

まいりたい、このように考えているところで

ございます。 

 ２点目の食の駅でございますけれども、一

部報道で金額が、３億円という金額出た部分

でございますけれども、私としましては、い

ま美唄市が置かれている財政状況等を踏まえ

た中ではこのような多額の経費をかける、そ

ういうような私の意向はございません。 

 私としましては、前回の定例会でお話して

おりますとおり、ハードよりもソフトを重視

した、そういう施設にしたいという中で、美

唄市の負担をできるだけ少なくするために、

いま国の制度のいろいろな補助制度をいろい

ろな形で打診してございますし、また歩道橋

等につきましても、これは国道 12 号線のＰＲ

になるものですから、国の方がリニューアル

していただけるかどうか、このあたりも内々

の打診等はいろいろしておりますけれども、

まだ場所が明確に決まったわけではございま

せんので、これはあくまでも今後明らかにす

る項目だということで、現在述べていないと

ころでございます。 

 それから３部会の問題でございますけれど

も、これは３部会を作って間もないというこ

とからこの３部会を作って個別に検討をする

という、そういう段階でございますので、ま

だこの検討した内容については、私は承知し

ていないところでございます。 

 それから３点目の障がい者のことでござい

ますけれども、これは当然私どもとしまして

も障がい者が地域で安心した生活ができるよ

う、関係団体と連携を取りながら制度の充実、

これに向けましてこれは取り組んでまいりた

いと考えてございます。 

 当然、市から関係機関に、これは要望行動

を続けてまいりたいと考えてございます。 

 それから４点目の林業試験場ですけれども、

これにつきましては来週空知支庁の方がみえ

て、美唄市に説明するという段階でございま

す。 

 私としましてはこの林業試験場というのは

美唄市のまさに知的財産という、そういう貴

重な組織、施設でございます。人的なものも

美唄市に今まで本当に貢献していただいてい

る、このことからこれにつきましては考え方

が示された後、一定の考え方を私どもは当然

これは存続するという形で独立行政法人等に

ついては慎重にしていただきたいということ

もお話はしたいと思ってございますけれども、

内容についてはまだ聞いていない段階でござ
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いますので、この程度の表現にならざるを得

ないという段階でございますので、ご理解願

いたいと思います。 

●議長林 国夫君 ２番森川 明議員 

●２番森川 明議員 再々質問という形です

けれども、農業問題につきましては、やはり

いま本当に農業の置かれている状況を、農業

ができなくなるというのは大変な事態がくる

と。これははっきり言うと、私も 38 年もお世

話になっていてこう言うと、お前何を言って

いるんだと言われるかもしれませんけれども、

やはり農政が悪いんです。農政が悪いという

ふうに思っています。 

 その一応ちょっと末端を担っていて、お前

何を言っているんだと言ったらちょっと返す

言葉もないんですけれども、この農政の悪さ、

この辺についても今後ともやはり市長、現状

を確立していくためにも、やはりどんどん物

申して国の方に反映をしていただきたいとい

うふうに思っております。 

 これはあわせて農業委員会長も同様ですか

ら、ひとつその点今後ともよろしく対応して

いただきたい、というふうに思います。 

 食の駅、何か市長やはり再答弁聞いても何

か物足りなさ感じました。ハードよりソフト

のいろいろな制度、これ資金のことを言って

いるのだと思いますけれども、利用したいと

いうことですけれども、一番先に大丈夫かな

ということが出てくるんです。いまの時勢で

すから。 

 ですから、私が言ったように、市民にもう

一度原点に返って、振り返って後ろを見る、

こういう市政には、アンケートあたりをどう

ですかといっているんです、アンケート。 

 今度市民委員会や何か、当然委員会や何か

の時に、やはり委員会のアンケートことも持

ち出してほしいと思うんですけれども、食の

駅は何度も言っているように、やはりあった

方がいいのははっきりしているんです。でも、

美唄のＰＲになるのはあたり前ですけれども

時期が市長、悪すぎます。時期が悪いという

ことです、時期。 

 非常に失敗する公算があるのではないかと、

余計なこと言うなと怒られるかもしれません

けれども、私はそう感じ取っているんです。

調べましたいろいろ、その結果です。 

 その中で、やはり先ほども同僚議員の質問

にもありましたように、総務省が 2008 年度の

適合する自治体の財政破綻基準を公表したの、

このあいだ出ていました。連結赤字30％以上、

道内は５市町が該当するんだと。美唄は早期

健全化団体に入っているんです、美唄。こう

いう連結赤字比率が基準を超えている。市長、

どう見ましても新たに億単位、それも３億円

以上かけて箱物を造る市町村がどこにありま

すかというのが私の意見です。あわせてさら

に財政的な影響も出てくるのではないかと。

市民負担が増えるということをみんな心配し

ているんです、市長。 

 私の住んでいる峰延では、家を建てれば岩

見沢までこうぜんと言うんですから。岩見沢

市の、先ほども言いました、道の駅について

もやはり財政面が慎重せざるを得なくなった

という、それと食の駅というのは周りにパー

クゴルフ場があったり、温泉があったり、ま

た公園があったり、いろいろ立地条件で集客

ができる、そういう体制が必要です。ところ

が観光地でもないし、どうも美唄は難しいの
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ではないか、そう感じているんです。 

 検討委員会の場でもひとつこういう議会の

場で一般質問があったということを、無理を

するなという意見があったということを、一

時凍結をすべきでないかという意見があった

ことを、これは市民の声ですから、今度はや

りきちんと委員会の場でも反映をしてほしい

なと思うんです。私、委員会に出るわけには

いきませんから。17 人の構成員に反映してほ

しいなと思います。 

 林業試験場の関係、市長、意見を聞いてか

ら言う云々ではなくて、当然マスコミで報道

されたんですから、内容は周知されていると

思うんです。あとは市長がどういう態度をす

るかと。市長から林業試験場の関係言われた

ときにこう答えるんだと、その答えをいま早

速この議会の場で答弁に述べるべきでなかっ

たかと、私思うんです。聞いてからでなくし

て。内容を聞いてからにしたいとか、そうで

はなくして、ただ美唄の林業試験場は財産だ

とはっきり言っていましたから、同様です。

林業試験場は美唄市の財産です。そしたらそ

れを守るため、果たしてきた役割はこうであ

ると、守るためには、これもはっきり言うと

私、市長としては反対ですと、空知支庁から

何を言われても私は反対ですと、そのぐらい

のことは言ってくださいということが私の意

見です。 

 付け加えることがあれば、再々質問ですか

ら、次また質問というわけにはいきませんけ

れども、付け加えることがあれば市長お願い

したいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問にお答え

します。 

 まちづくりを行うにあたりましては、当然

財政再建というのは大きな課題、それから地

域の活性化の両方立てでしなければ、まちが

衰退するわけでございます。 

 私はこの中で、農業の再生のためになんと

かこういう食の駅を造って、そして農業の再

生からまちの活性化につなげたいと、こうい

う構想でやっております。 

 ただ、３億円という事業費がまだたたき台

の中で一人歩きしたということで、いろいろ

なご迷惑をおかけしますけれども、私はそれ

につきまして先ほど言いましたように、いま

財政状況十分踏まえた中で多額のコストをか

けない、ハードよりもソフト事業ということ

で、そういう中の意味のある活性化となるよ

うこの事業を考えているところでございます

ので、これについてはこのようなご理解を願

いたいと思います。 

 それから林業試験場につきましては、これ

は道の施設等の問題でまだ正式に聞いていな

い中で私が意見を述べるのはまだ時期尚早で

はないかという部分でございますので、これ

は先ほど私の中ではやはり美唄市の本当にい

ままでいろいろな貢献をしていただいており

ますし、環境問題、それからいろいろなさま

ざまな知的財産という面も考えれば、これは

私なりの考えはございますけれども、これは

正式な説明を聞いてからお伝えしたいという

ことでございますので、ご理解願いたいと思

います。 

●議長林 国夫君 以上で一般質問を終わり

ます。 
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●議長林 国夫君 これをもって、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

午後 ３ 時１２分 散会 


